
 
 
 
 
 

地方からの提案個票 
＜各府省第２次回答まで＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通番 ヒアリング事項 個票のページ 

36 ＣＩＱ業務権限の都道府県への移譲（1件） １～１２ 

18 鳥獣捕獲許可等の市町村への移譲（3件） １３～２１ 

22 市町村策定の創業支援事業計画認定権限の都道府県への移譲（3件） ２２～４１ 

54 地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲（7件） ４２～６２ 

1 
一部に国県道を含んで都市計画決定された市町村道に係る変更権限の

市町村への移譲（1件） 
６３～６７ 

42 町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止（2件） ６８～７３ 

3 開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大（1件） ７４～７６ 

41 開発行為の許可権限の希望する市への移譲（3件） ７７～８５ 

※提案募集検討専門部会における議論等を踏まえて各府省第２次回答の内容が変更されることがあり得る。 
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法務省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の際に必要となる税関、入国管理、検疫のい

わゆるＣＩＱ業務を、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】

ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理

空港では、国の職員が常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機

（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たりの搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、

スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができない。

【改正の必要性】

国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応

変なＣＩＱ業務を可能とする。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方

で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげる

ものである。

【効果】

運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応すること

により、利用者の利便性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利

活用促進などがある。

【懸念の解消策】

移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行す

る。ビジネス機は、社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないこ

とから県の体制でも出入国者等を管理できる。さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底な

ど、水準維持に万全の体制を整える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

国際ビジネス機受入の際のＣＩＱ業務の移譲

提案団体 佐賀県

管理番号 2

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法第6条

関税法第15条の3

検疫法第4条

植物防疫法第6条、第8条

家畜伝染病予防法第38条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

36
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回答区分 C　対応不可

○　入国管理局では，観光立国の実現に向け，厳格さを維持しつつ，迅速かつ円滑な出入国審査を実施す

るため，空海港における入国審査官の増員，全国規模で応援派遣を実施するなどの体制整備に努めてい

る。

　　本年７月には，審査待ち時間が長期化している地方空港について，緊急に出入国審査要員の増員を図

り，佐賀空港を管轄する福岡入国管理局佐賀出張所についても，５名の増員を行い，今後，ビジネスジェット

も含め，新規就航や増便があった場合にも対応できるよう，体制を強化したところ。

　　今後とも，出入国者数の状況等を踏まえつつ，迅速かつ円滑な出入国審査が実施できるよう，所要の体

制充実に努めていく所存。

○　一方，外国人の上陸審査や上陸許可など出入国管理に係る権限行使は，国として我が国領域内への上

陸を認めてよいかどうかを判断するものであって，国家主権の行使にほかならず，事柄の性質上，いち地方

公共団体が行い得る類いの判断ではないから，国が自ら行うべきものである（業務の特殊性）。加えて，出入

国審査には，出入国管理及び難民認定法を始めとする関係法令や渡航文書に関する知識，偽変造旅券の

鑑識能力など専門的な知識を要する（高度の専門性）。したがって，当該権限行使を地方公共団体に委譲す

ることは困難であり，このことは，出入国の手段がビジネスジェットである場合でも変わりがない。

○　また，出入国管理に係る権限を地方公共団体に委譲することは，「国は国が本来果たすべき役割を重点

的に担い ，住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねる」という国と地方の役割分担の基本原則

（地方自治法１条の２第２項，地方分権改革推進法５条１項）とも整合しないように思われる。

各府省からの第１次回答

○入国審査官の増員については、感謝申し上げる。しかしながら、増員によって、当県提案のビジネスジェッ

トに対する臨機応変な対応が可能となるか不明であり、増員によってどの様な対応をとっていただけるのか

早急に示していただきたい。

〇「事柄の性質上、地方公共団体が行い得る類の判断ではない」との回答であるが、国民であることを示す

戸籍事務、旅券発行事務も法定受託事務として市町村、都道府県が実施しており、国自らでなければ行うこ

とができないとは言えない。

○専門性については、関係法令をはじめとする知識の習得については、例えば入国審査官ＯＢを当県で雇

用することや、職員の研修派遣により習得できると考えており、実務上クリアできる問題である。こうした措置

によってもなお、習得できない理由があれば、お示しいただきたい。

○当県提案は、国家公務員の増員が容易ではない現状で、ＬＣＣの台頭などにより増加する国際定期便に

対応するため羽田空港・成田空港等におけるＣＩＱ体制の充実が国家としては優先順位が高いことを認識し

つつ、地方空港における不定期かつ小規模な国際ビジネス機受入については、意欲ある地方自治体が行う

ことにより、国全体の目標である日本再興戦略、観光立国の実現を図るものであり、当県提案のこうした意

図を受け止めていただき、前向きな検討をお願いしたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

○　佐賀県が懸念している休日や深夜、早朝のビジネスジェットの受入れや、直前での到着時間の変更に対

して、万全な対応を確約できるかについて、具体的にお示しいただきたい。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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○　ＣＩＱ業務の経験を積んだ国家公務員退職者を活用し、研修等により能力の維持を図ることを前提とし

て、国際ビジネスジェット機のＣＩＱ対応を都道府県に法定受託事務として移譲すべき方法も検討すべきと考

えるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

回答区分 C　対応不可

  佐賀県が観光立国実現等の観点から，ビジネスジェットの誘致に向けて御尽力されていることについては，

十分理解しており，入国管理局としても全面的に協力をしてまいりたい。

　佐賀空港については，福岡入国管理局佐賀出張所（佐賀市内所在）が管轄しているが，同出張所は，平成

２６年度増員要求で１名，平成２６年７月の緊急増員で５名の措置を行い，平成２５年度と比較すると３倍の

職員数（９名）となった。

また，一週間のうち，定期便が就航している月，水，金，土，日には，７名の職員が佐賀空港にいるほか，定

期便のない火，木にも，佐賀市内所在の出張所には職員が常駐しており，常時職員と連絡が取れる上，空

港に職員を派遣することが可能な状態にある。　　

さらに，同出張所は空港まで車で３０分の位置関係にあるほか，管轄は佐賀県のみであることから，急遽就

航が決定するビジネスジェット等についても，速やかに，十分な職員を派遣することが可能である。したがっ

て，臨機応変の対応が十分可能であり，御懸念には及ばないと考える。

　以上のとおりであるから，出入国審査に関する権限移譲を行わなくても，佐賀県におけるビジネスジェット

の誘致（休日，深夜，早朝の受入れを含む）は実現可能であると考えている。むしろ，佐賀県には，運航会社

からの就航情報を前広に当局へ伝達する形で，御協力いただきたいと考えている。

各府省からの第２次回答

3



財務省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の際に必要となる税関、入国管理、検疫のい

わゆるＣＩＱ業務を、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】

ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理

空港では、国の職員が常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機

（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たりの搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、

スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができない。

【改正の必要性】

国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応

変なＣＩＱ業務を可能とする。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方

で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげる

ものである。

【効果】

運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応すること

により、利用者の利便性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利

活用促進などがある。

【懸念の解消策】

移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行す

る。ビジネス機は、社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないこ

とから県の体制でも出入国者等を管理できる。さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底な

ど、水準維持に万全の体制を整える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

国際ビジネス機受入の際のＣＩＱ業務の移譲

提案団体 佐賀県

管理番号 2

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法第6条

関税法第15条の3

検疫法第4条

植物防疫法第6条、第8条

家畜伝染病予防法第38条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

36
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回答区分 C　対応不可

１．財務省は出入国（CIQ）手続きの内、税関に関する業務を所管していますが、国際ビジネス機を含め、地

方空港における出入国旅客等の携帯品検査については、これまでもすべからく近隣官署からの職員の応援

派遣により、税関手続に支障の生じることのないよう臨機応変に対応してきております。また、政府は、現

在、観光立国の実現に向け、訪日外国人旅行者の増加に対応できるよう、税関の物的・人的体制の整備を

進めており、本年7月1日の閣議において、地方空港における税関体制整備のため14名の新規緊急増員が

決定されたところです。

２．一方、今般の提案については、税関業務はまさに国の治安、国民の生命・安全等に関わる公権力の行使

であり、その高度な専門性・特殊性に鑑み、国家公務員たる税関職員が関税関係法令等に基づき全国一律

に対応すべきものであり、具体的には以下の理由により、地方自治体に委譲することは適当ではないと考え

ます。

●税関においては旅客及び乗組員の携帯品の迅速な通関に努める一方で、覚醒剤等の不正薬物や銃砲・

知的財産侵害物品等の密輸出入防止、国連安保理決議等による規制の適正な執行、また、国税である関

税等の適正かつ公平な賦課・徴収の実現といった専門性の極めて高い業務を全国的に同等なレベルを確保

しつつ遂行しているところです。例えば、関税法違反に係る犯則事件の調査にあたっては、差押えや調書の

作成、検察官への告発などを行っています。このような業務はまさに国の治安、国民の生命・安全等に関わ

る公権力の行使であり、モノに関する高度の専門知識、密輸取締情報に基づくリスクマネジメント等の専門的

知識・能力を要するものです。

●税関職員は関税等の徴収、不正薬物の取締等の多岐にわたる業務に携わっていく中で高度な専門性を

身に付けていくところ、地方自治体の職員が国からのマニュアル提供や地方自治体からの研修派遣だけで、

税関職員同様の高いレベルの業務遂行ができる人材の確保・育成は困難と考えます。したがって、税関業

務の地方自治体への委譲は出入国手続の迅速化・円滑化の効果的な実現につながらないと考えます。

●また、旅客の携帯品に係る通関業務は、国家間の密輸情報の交換といった国際的・外交的業務をも踏ま

えて行われるものであり、関税関係法令違反が発見された場合には、犯則調査に繋がり、都道府県を跨ぐ広

域的な業務運営・執行に繋がりうることから、その業務権限を地方自治体に委譲することは適当でないと考

えます。

●さらに、旅客の携帯品を含む国際的なモノの移動については、日本が締約国であるWTO協定において、

各締約国は、すべての貿易関連の法令、判決及び決定を一律の公平かつ合理的な方法で実施しなければ

ならない（GATT第10条3項(a)）旨、国際約束として規定されています。

●なお、国際ビジネス機の旅客は「社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がはっきりしており、搭

乗人数も少ない」ことから「県の体制でも出入国者等を管理できる」との前提については、税関の業務は、関

税法15条の3に基づく入港手続だけでなく、旅客の携帯品に対する関税等の徴税、水際取締等多岐にわたっ

ており、たとえ社会的地位や知名度が高いことや搭乗人数が少ないからといって、密輸等のリスクが低いと

は一概にはいえません。

●特に、航空機旅客による覚醒剤の密輸入押収量が４年連続200kgを超え、平成25年においては過去最高

を記録するなど深刻な状況である中で、日本国内における治安及び貿易秩序の維持、安全・安心な国づく

り、国際的な観光促進のためには、水際におけるこれらの業務水準をより一層高いレベルで維持する必要

があり、今後も引き続き、税関業務のプロフェッショナルである税関職員が関税関係法令等に基づき全国一

律に対応すべきものであり、地方自治体に委譲することは適当ではないと考えます。

各府省からの第１次回答

○専門性については、例えば、税関職員ＯＢを当県で雇用することや、職員の研修派遣等により習得できる

と考えており、事務上クリアできる問題である。

○法令違反を発見した場合には、県が直ちに関係機関へ情報提供、協力をすることは当然である。公権力

の行使の際たるものといえる警察行政・麻薬取締行政においても、国家公務員と地方公務員が協力して、捜

査を行うことも規定されている。こうしたことから、「犯則調査に繋がり、都道府県を跨ぐ広域的な業務運営・

執行に繋がりうる」ことをもって、移譲することが適当ではないとは言えない。

○ＷＴＯ協定については、移譲後の事務を法定受託事務とすることで条約上の履行義務を達成できるものと

思われる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見
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○当県提案は、国家公務員の増員が容易ではない現状で、ＬＣＣの台頭などにより増加する国際定期便に

対応するため羽田空港・成田空港等におけるＣＩＱ体制の充実が国家としては優先順位が高いことを認識し

つつ、地方空港における不定期かつ小規模な国際ビジネス機受入については、意欲ある地方自治体が行う

ことにより、国全体の目標である日本再興戦略、観光立国の実現を図るものであり、当県提案のこうした意

図を受け止めていただき、前向きな検討をお願いしたい。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

○　佐賀県が懸念している休日や深夜、早朝のビジネスジェットの受入れや、直前での到着時間の変更に対

して、万全な対応を確約できるかについて、具体的にお示しいただきたい。

○　ＣＩＱ業務の経験を積んだ国家公務員退職者を活用し、研修等により能力の維持を図ることを前提とし

て、国際ビジネスジェット機のＣＩＱ対応を都道府県に法定受託事務として移譲すべき方法も検討すべきと考

えるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

○　税関では、国際ビジネス機の受入につき、現行でも、以下の通り臨機応変に対応できる体制を整備して

おり、権限の委譲は適切ではないと考えます。

　・税関では、佐賀空港から車で1時間程度の距離にある三池税関支署や久留米出張所などの近隣官署

に、空港業務に対応可能な職員を26名配置しています。

　・また、税関担当者の携帯電話番号を航空会社等に周知しているほか、税関事務所への電話連絡は職員

が不在であっても税関担当者の携帯電話に転送されるシステムとなっているなど、いつでも、直接、税関担

当者と連絡が取れる体制を整えており、休日や深夜、早朝の国際ビジネス機の受入や直前での到着時間の

変更であっても、税関は国際ビジネス機の到着時間に合わせ体制を整えることが十分可能です。

　なお、日本再興戦略や観光立国といった国の重要政策を踏まえ、税関では、平成27年度定員要求におい

て180人の増員要求を行うなど、訪日外国人旅行者の増加等を見据え地方空港を含めたCIQの更なる体制

整備に真摯に取り組んでいます。

○　以上の通り、権限委譲は適切ではないと考えますが、いただいた意見に対する考え方は以下の通りで

す。

　・税関退職者を活用し、研修等により能力維持を図る場合でも、税関の指揮・命令を受けない地方公共団

体職員が空港の税関業務を行う場合、税関が外国税関当局から入手した情報の活用や都道府県を跨ぐ犯

則調査等の円滑な遂行に支障が生じ、当該空港を狙った不正薬物等の密輸増加が懸念されます。

　・法令違反を発見した場合、発見した機関が関係機関へ情報提供、協力を行うのは当然ですが、発見した

機関が責任を持ってその後の犯則調査を行う必要があるものと考えます。

　・WTO協定上の履行義務を達成できるかどうかは、法定受託事務とするかどうかではなく、全国統一的に

同等なレベルの税関業務を確保できるかどうかによります。

各府省からの第２次回答
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農林水産省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の際に必要となる税関、入国管理、検疫のい

わゆるＣＩＱ業務を、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】

ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理

空港では、国の職員が常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機

（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たりの搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、

スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができない。

【改正の必要性】

国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応

変なＣＩＱ業務を可能とする。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方

で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげる

ものである。

【効果】

運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応すること

により、利用者の利便性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利

活用促進などがある。

【懸念の解消策】

移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行す

る。ビジネス機は、社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないこ

とから県の体制でも出入国者等を管理できる。さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底な

ど、水準維持に万全の体制を整える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

国際ビジネス機受入の際のＣＩＱ業務の移譲

提案団体 佐賀県

管理番号 2

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法第6条

関税法第15条の3

検疫法第4条

植物防疫法第6条、第8条

家畜伝染病予防法第38条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

１．各空海港における動植物検疫については、全ての国際旅客便に対して円滑に対応しており、国際ビジネ

ス機についてもその運行希望に対して臨機応変な対応も行っているところである。また、平成26年度には、

有明佐賀空港を管轄する官署に動植物検疫において２名の増員が認められるなど、地方空港における増便

に対応するための増員が認められたところであり、今後も、国際旅客便及び国際ビジネス機の運航状況を踏

まえ、適切に対応していく所存である。

２．一方、家畜伝染性疾病や植物の病害虫には、口蹄疫やミカンコミバエ等、一旦侵入すると、農畜産物や

生産資材等を介して県域を越えて急速に拡大し、家畜や農作物に大きな被害を及ぼすものがあり、その被

害は動植物の輸入者だけではなく農業生産者ひいては国民全体に及ぶこととなる。

３．したがって、このような家畜伝染性疾病や植物の病害虫の侵入を防止することは国の重要な責務である

ことから、動植物検疫において、動植物の輸入者に対して検査を義務付け、家畜伝染病予防法、植物防疫

法等の関係法令や相手国との検疫条件を熟知し、動植物検疫に関する専門的知識を有する動植物防疫官

が、動植物等を無償で収集の上検査し、検査結果に基づき、個人の所有する動植物等について廃棄・消毒

等の命令（公権力の行使）を行っている。

　　これらの検査は、上記のとおりその結果に基づき廃棄・消毒等の命令（公権力の行使）が行われるなど個

人の権利を強制的に権限を持って規制する国境措置である。その実施に当たっては、全国各地で同等の検

査能力、均一な専門技術水準に基づき、斉一的かつ公正厳格に検査を実施する体制を確保する必要がある

ため、国自らがこれを実施する必要がある。

　　また、万が一、家畜伝染病や植物の重要病害虫が侵入した場合は、国が責任をもって、まん延防止対策

や根絶対策を講じており、このように伝染性疾病等の侵入防止と防除は表裏一体であるところ、都道府県に

おいては、都道府県域を超えた対策を講じることはできないと考えられる。

４．さらに、近隣諸国等において新たな伝染性疾病等が発生した場合、国際機関等と連携し、その発生状況

の迅速な情報収集及び把握並びに検疫体制の強化を緊急的に行う場合があるところであり、このような場合

においても、全国各地において混乱を生じさせず、円滑に強化体制をとることができるよう国が統一的に実

施しているところであり、今後もそのような体制がとられる必要がある。

５．以上のことから、動植物検疫業務を地方公共団体に移譲することはできない。このことは、国際ビジネス

機においても同様である。

　　なお、国際ビジネス機の受け入れの多い米国においても、動植物検疫については、地方公共団体ではな

く、国が実施しているものと認識している。

各府省からの第１次回答

○有明佐賀空港を管轄する官署での増員については、感謝申し上げる。しかしながら、増員によって、当県

提案のビジネスジェットに対する臨機応変な対応が可能となるか不明であり、増員によってどのような対応を

とっていただけるのか早急に示していただきたい。

　　　

○当県提案は、国家公務員の増員が容易ではない現状で、ＬＣＣの台頭などにより増加する国際定期便に

対応するため羽田空港・成田空港等におけるＣＩＱ体制の充実が国家としては優先順位が高いことを認識し

つつ、地方空港における不定期かつ小規模な国際ビジネス機受入については、意欲ある地方自治体が行う

ことにより、国全体の目標である日本再興戦略、観光立国の実現を図るものであり、当県提案のこうした意

図を受け止めていただき、前向きな検討をお願いしたい。

○当県提案は動植物検疫業務の水準を地域ごとに異なることを求める趣旨ではなく、検疫業務の水準は、

移譲後の事務を法定受託事務とすることで全国統一性を確保することは可能である。

〇また、実務上の専門性については、例えば、検疫職員ＯＢを当県で雇用することや、職員の派遣等により

習得できると考えており、実務上クリアできる問題である。こうした措置によってもなお、習得できない理由が

あれば、お示しいただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見
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○また、法令違反を発見した場合には、県が直ちに関係機関へ情報提供、協力をすることは当然である。公

権力の行使の際たるものといえる警察行政・麻薬取締行政においても、国家公務員と地方公務員が協力し

て、捜査を行うことも規定されている。こうしたことから、「全国各地において混乱を生じさせず、円滑に強化

体制をとることができる」体制を整えることは、移譲後であっても可能である。

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

○　佐賀県が懸念している休日や深夜、早朝のビジネスジェットの受入れや、直前での到着時間の変更に対

して、万全な対応を確約できるかについて、具体的にお示しいただきたい。

○　ＣＩＱ業務の経験を積んだ国家公務員退職者を活用し、研修等により能力の維持を図ることを前提とし

て、国際ビジネスジェット機のＣＩＱ対応を都道府県に法定受託事務として移譲すべき方法も検討すべきと考

えるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

１．意欲ある地方自治体による国際ビジネス機の受入れについては、日本再興戦略・観光立国の実現を図る

ための取組として重要であるものと理解している。

２．平成26年度に、有明佐賀空港を管轄する官署（動物検疫所福岡空港出張所、門司植物防疫所伊万里出

張所）に各１名の増員が認められたところであり、現在、防疫官14名（動物検疫所福岡空港出張所11名、門

司植物防疫所伊万里出張所３名）を配置している。当該空港に定期便が就航する月、水、金、土、日は、２名

の職員を当該空港に配置し、定期便のない火、木でも近隣所在の官署に常駐している職員と常時連絡が取

れる体制を整えている。このため、休日や深夜・早朝便の国際ビジネス機の受入や直前での到着時間の変

更であっても、動植物検疫については、国際ビジネス機の到着時間に合わせ、速やかに職員を派遣できる体

制にあり、ご懸念には及ばないと考える。

３．家畜伝染性疾病や植物の病害虫の侵入を防止することは、全国の農畜産業の基盤や国民の生命を守る

ため、国の重要な責務であることから、権限の移譲は適切でないと考える。

４．なお、諸外国等において新たな伝染性疾病等が発生した場合は、発生国政府や国際機関からその発生

状況の速やかに情報収集し、緊急に輸入停止するなど、迅速な検疫体制の強化が求められる。また、輸出

検疫についても、輸出先国の輸出条件が変更された場合には、迅速な対応が求められる。したがって、国の

直接指揮下にない地方公共団体職員については、こうした業務の円滑な遂行に支障が生じることが懸念さ

れる。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省

求める措置の具体的内容

地方管理空港における国際ビジネス機受入に限って、出入国の際に必要となる税関、入国管理、検疫のい

わゆるＣＩＱ業務を、希望する都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】

ＣＩＱ業務は、関税法などにもとづき、国の職員が行っているが、国際定期便の運航頻度が少ない地方管理

空港では、国の職員が常駐しておらず、運航時に出張対応するケースが多い。このため、国際ビジネス機

（運航申請が直前でかつ変更も多い、１便当たりの搭乗者数は少ない）の運航希望に対して空港のスロット、

スポットに余裕があってもＣＩＱ体制の制約から臨機応変な対応ができない。

【改正の必要性】

国際ビジネス機に限り、空港管理者である自治体がＣＩＱ業務を行うことができるよう、権限を移譲し、臨機応

変なＣＩＱ業務を可能とする。この趣旨は、首都圏に集中している国際ビジネス機の受入を、意欲のある地方

で進めることにより、経済への刺激や、閉鎖的と思われている日本のビジネスジェット環境の改善につなげる

ものである。

【効果】

運航計画の変更も頻繁に行われる国際ビジネス機の地方空港離発着に対して、県が機動的に対応すること

により、利用者の利便性の向上が図られることや、ビジネスジェットに関連した新産業の創出、地方空港の利

活用促進などがある。

【懸念の解消策】

移譲後は法定受託事務とし、国からマニュアル提供、県からの研修派遣により、水準を維持し、事務執行す

る。ビジネス機は、社会的地位や知名度が高い利用者が多く、身元がハッキリしており、搭乗人員も少ないこ

とから県の体制でも出入国者等を管理できる。さらに、不測の事態に備えた訓練、国等との連携の徹底な

ど、水準維持に万全の体制を整える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

国際ビジネス機受入の際のＣＩＱ業務の移譲

提案団体 佐賀県

管理番号 2

根拠法令等

出入国管理及び難民認定法第6条

関税法第15条の3

検疫法第4条

植物防疫法第6条、第8条

家畜伝染病予防法第38条、第40条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

36
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回答区分 C　対応不可

      検疫官非常駐の空港等でも、入国者の到着後迅速に検疫を開始できるよう、近隣検疫所からの派遣に

より、臨機応変に対応している。今後も、手続きの迅速化のために必要な物的・人的体制の整備に努めた

い。

　一方、国際ビジネス機受入に限って、検疫業務を、希望する都道府県に移譲することは、以下の理由から、

適当でないと考える。

　そもそも検疫業務（※）は、国内に常在しない感染病がまん延し、広く国民に健康被害が生じることを防止

するため、空港等の水際において、入国者に対して、統一的に対応すべき重要な業務である。したがって、

都道府県が地域の実情を踏まえて個別に対応した方が効果的に行われる性質の業務ではなく、国が全国的

な視点に立って一元的に責任をもって対応すべき業務であると考えている。

   また、日本国への入国者に対し、検疫を終えるまで、検疫区域から先の日本国の領域への侵入を禁止す

ることは、本来確保すべき国際交通を妨げるものであるため、国際社会との関係においても日本国政府が責

任をもって果たすべき役割である。

   以上の理由から、国際ビジネス機受入に限ったとしても、検疫業務を、希望する都道府県に移譲すること

は、適当でない。

（※）検疫業務は、帰国者、旅行者等の健康状態等に応じ、質問、診察・検査、停留又は隔離

を行うという一連の密接不可分な業務等により構成されている。

各府省からの第１次回答

○「必要な物的・人的体制の整備に努めたい」とのことであるが、当県提案は、国家公務員の増員が容易で

はない現状で、ＬＣＣの台頭などにより増加する国際定期便に対応するため羽田空港・成田空港等における

ＣＩＱ体制の充実が国家としては優先順位が高いことを認識しつつ、地方空港における不定期かつ小規模な

国際ビジネス機受入については、意欲ある地方自治体が行うことにより、国全体の目標である日本再興戦

略、観光立国の実現を図るものであり、当県提案のこうした意図を受け止めていただき、前向きな検討をお

願いしたい。

○当県提案は検疫業務の水準を地域ごとに異なることを求める趣旨ではなく、検疫業務の水準は、移譲後

の事務を法定受託事務とすることで全国統一性を確保することは可能である。

〇また、実務上の専門性については、例えば、検疫職員ＯＢを当県で雇用することや、職員の研修派遣等に

より習得できると考えており、実務上クリアできる問題であると考えている。こうした措置によってもなお、習得

できない理由があれば、お示しいただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

関係する都道府県の意向を踏まえた上で、手挙げ方式や社会実験による検討を求める。

○　佐賀県が懸念している休日や深夜、早朝のビジネスジェットの受入れや、直前での到着時間の変更に対

して、万全な対応を確約できるかについて、具体的にお示しいただきたい。

○　ＣＩＱ業務の経験を積んだ国家公務員退職者を活用し、研修等により能力の維持を図ることを前提とし

て、国際ビジネスジェット機のＣＩＱ対応を都道府県に法定受託事務として移譲すべき方法も検討すべきと考

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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えるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

回答区分 C　対応不可

○　厚生労働省としては、以下のとおり、現行の体制においても、円滑かつ迅速に検疫業務を実施しており、

引き続き、必要な体制の整備に努めたい。

・　ビジネスジェットの運航に関する相談は２週間から１ヶ月前頃にあり、運航予定の変更等がある場合は、

到着の２、３日前に連絡がある。したがって、当該連絡を受け、到着予定時間に合わせて検疫体制を整える

ことができるため、休日や深夜、早朝といった時間帯にかかわらず、迅速な対応が可能。

・　運行中のビジネスジェットが、到着予定時間より到着が早まった時間は概ね１時間以内である。検疫職員

は、到着予定時間の約１時間半前に空港に到着するため、到着が早まった場合においても、柔軟に対応す

ることが可能。到着予定時間の変更がある場合は、検疫所に連絡があり、休日や深夜、早朝の場合、検疫

所の担当者の携帯電話に転送されることから、速やかに対応することが可能。

○　ビジネスジェットに係る検疫業務を法定受託事務とする必要性は現時点ではなく、以下の理由からも適

当ではない。

　・　法定受託事務について、その判断の権限と責任は自治体にあり、検疫所に対して行うような具体的な指

揮命令を、同自治体に対して行うことは難しい。

・　この上で、検疫業務は、国内に常在しない感染病がまん延し、広く国民に健康被害が生じることの防止の

ため、空港等の水際で、入国者に対して、統一的に対応すべき重要な業務である。したがって、都道府県が

個別に対応した方が効果的な業務ではなく、国が全国的な視点に立って一元的に責任をもって対応すべき

業務である。また、日本国への入国者に対し、検疫を終えるまで、検疫区域から先の日本国への侵入を禁止

することは、本来確保すべき国際交通を妨げるため、国際社会との関係においても日本国政府が責任をもっ

て果たすべき役割である。

　・　また例えば、停留は、感染症自体が非定型的なため、対象者の範囲について、予め処理基準等を定め

ることが困難な一方、病原体に感染したおそれがある段階の者に対し、本人の同意なく、移動を制限する行

政処分のため、対象者を必要最低限の範囲とすることが要請される。この停留者の範囲など、個別の事案

が発生し次第、厚生労働省で組織として一元的に判断して検疫対応を行っているが、これを厚生労働省の

具体的な指揮命令を受けない自治体の法定受託事務とすることにより、状況の変化に即応した機動的かつ

迅速な対応が困難となる。

各府省からの第２次回答
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環境省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

環境省

求める措置の具体的内容

有害鳥獣の捕獲等の許可、許可証及び従事者証の交付、違反者に対する措置命令、許可の取消を行うこと

は地域に密着した事務であるので、市町村に移譲すること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

鳥獣保護法第９条に基づく有害鳥獣の捕獲等の許可、許可証及び従事者証の交付や第１０条に基づく措置

命令や許可の取消については、法律上、県の権限となっているが、本県では特例条例で全市町村に移譲済

みである。

地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、農作物被害等、鳥獣被害に関する住民から

の相談に応じ速やかに調査を実施している。また、市町村と地元狩猟者との連携により、円滑に有害鳥獣捕

獲が実施されている。

特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。

こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

有害鳥獣の捕獲許可等の市町村への移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 267

根拠法令等

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項、第4項、第5項、第7項、第8項、第9項、第11項、第

13項、第10条第1項、2項、第75条第1項、3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

18

13



回答区分 C　対応不可

鳥獣の生息状況等は地域ごとに特殊性に富んでいるので、地域の鳥獣の生息状況に応じた保護管理が必

要である。一方で、鳥獣は地域をまたがって行動するため、ある程度広域的な単位で計画的に鳥獣保護行

政を推進していく必要がある。

このため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」における捕獲許可等の事務については、基本的

に都道府県が担うこととしているところ。

一方、近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣について、急速に生息数が増加し、分布が拡大した結果、自然

生態系、農林水産業や生活環境への被害が深刻になっていること、さらに狩猟者が減少し、著しく高齢化が

進んでいるため、捕獲等の担い手の育成・確保が喫緊の課題であることを踏まえ、平成26年5月に「鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律」（以下、鳥獣法という）の抜本的改正を行った。

改正内容は、法の目的に「鳥獣の管理」を位置づけ、管理を図るための新たな措置として、集中的かつ広域

的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県は「指定管理鳥獣捕獲等事業

に関する実施計画」を策定し、その計画に基づき、都道府県又は国が捕獲を行う「指定管理鳥獣捕獲等事

業」を創設する等、都道府県による鳥獣の管理の役割の強化等を行ったところである。

鳥獣法に係る権限を市町村の権限として整理することは、基本的な方向性として都道府県による鳥獣の管

理の役割を強化した今回の改正と齟齬が生じるほか、これまで権限を移譲していない市町村に過剰な負担

を強いることとなる。

先般の鳥獣法の改正は、多くの地方自治体からの意見も踏まえ、国会の審議を経てとりまとめたたものであ

るが、地方自治体からは、今回提案のような意見は出なかった。以上から、環境省としては受け入れられな

い。

各府省からの第１次回答

　広域的な単位で計画的に鳥獣保護行政を推進していく必要があることは認識している。

　しかしながら、計画的な取組だけでなく、迅速な取組が必要な場合もある。現場に近く地域の実情に詳しい

市町村が処理することで、住民からの問い合わせや相談に迅速に対応できる。

　危険な動物の出没などは緊急の対応が求められる。その捕獲する主体は市町村であることが多い（実務

は猟友会への委託）。市町村が捕獲許可を行うことで速やかに対応できる。

　現に被害が発生またはその可能性が高い場合にやむを得ず行う有害鳥獣捕獲は、計画的な頭数管理へ

の影響は限定的である。

　また、主な鳥獣については、市町村から都道府県に対して毎年捕獲数の報告がなされるため、それに基づ

いて頭数管理を行うことが可能である。

　したがって、有害鳥獣の捕獲等の許可等の事務を市町村に移譲することは、実情に合った対応と考えるの

で、市町村に移譲すべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

提案団体の提案に沿って、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可等のほか、措置命令、報告徴収・

立入検査等の権限を併せて市町村に移譲するべきである。但し、移譲の対象とする鳥獣の範囲については

精査が必要である。

【全国市長会】

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見
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鳥獣行政の広域的視点の観点から、慎重な検討を求める。

○　都道府県と市町村の連携という観点から、捕獲許可の中でも、頭数調整のように県全体として適正な管

理が必要な事務については県が引き続き実施する一方、機動性が求められる「鳥獣による生活環境、農林

水産業又は生態系に係る被害の防止」を目的とする捕獲許可について権限移譲すべきと考えるが、この場

合何か具体的な支障はあるのか。

○　市町村ごとに鳥獣の専門家を置くのは実態的に難しいとのことだが、捕獲許可については、現時点でも

事務処理特例で多数の市町村に移譲しているところであり、必要な連絡調整体制を組むことで、市町村にお

いても実施可能ではないか。

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 D　現行規定により対応可能

提案団体や全国市町会においても認識されているとおり、鳥獣は地域をまたがって行動するため、ある程度

広域的な単位で計画的に鳥獣保護行政を推進していく必要がある。このため、「鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律」における捕獲許可等の事務については、基本的に都道府県が担うこととしているところ。

このため、本件提案は、地域特性を踏まえつつ、ある程度広域的な鳥獣行政を目指す法の趣旨に反するも

のと考えられる。また、前回述べたとおり、都道府県による鳥獣の管理の役割を強化した本年５月の法改正

の趣旨とも齟齬が生じることとなり、都道府県を主体とした広域的・計画的な鳥獣の保護と管理に支障が生

じるおそれがある。

「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止」を目的とする捕獲許可については、ご指

摘のとおり機動性が求められる場合があることは承知。このような場合は、都道府県及び市町村の調整に

よって、捕獲対象とする鳥獣種等を精査した上で、地方自治法等に基づき、その地域において必要とされる

許可権限が市町村に移譲されているのが現状である。しかし実態としては、被害防止の目的に係る許可で

あっても、権限移譲の対象となる鳥獣種は地域の実情に応じて異なっているため、許可目的や鳥獣種を特

定して、一律に権限を移譲することは困難である。

さらに、専門部会で御議論のあったように、仮に一律の権限移譲をした上で市町村が都道府県の協力を得

ながら事務を行うこととしたとしても、以下のような支障が生じるおそれがある。

・現状では移譲されていない鳥獣種に係る許可事務まで移譲されることにより市町村の事務負担が増加し、

かえって機動的に捕獲許可を行うことが難しくなる。

・都道府県の役割である広域的・計画的な鳥獣の保護管理に支障が生じる。具体的には、鳥獣の中には、被

害防止と絶滅の防止のための保護を、バランスをとりながら進めなければならないものがあり、 かかる鳥獣

について、市町村ごとに捕獲許可がなされた場合、都道府県レベルでは 地域個体群の絶滅等を招き得る。

以上から、地域の実情に応じた許可権限の移譲は、現行規定に基づいて既に実現されていると考えられる

こと、また、捕獲許可を一律に市町村が行うことは、法の基本的な趣旨に反するものと考えられることから、

引き続き現行規定により対応することが適切と考える。

各府省からの第２次回答
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環境省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

環境省

求める措置の具体的内容

鳥獣の飼養の登録、登録票の交付は地域に密着した事務であり、市町村に移譲すること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

鳥獣保護法第１９条に基づく鳥獣の飼養の許可、登録証の交付については、法律上、県の権限となっている

が、本県では特例条例で全市町村に移譲済みである。

地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、住民からの問い合わせや通報に対して速や

かに対応している。

特例条例で移譲を受けている市町村において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。

こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

鳥獣飼養の登録の市町村への移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 268

根拠法令等

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第1項、第3項、第5項、第6項、第20条第3項、第21条第1

項、第22条第1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

18
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回答区分 C　対応不可

鳥獣の生息状況等は地域ごとに特殊性に富んでいるので、地域の鳥獣の生息状況に応じた保護管理が必

要である。一方で、鳥獣は地域をまたがって行動するため、ある程度広域的な単位で計画的に鳥獣保護行

政を推進していく必要がある。

このため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」における捕獲許可等の事務については、基本的

に都道府県が担うこととしているところ。

一方、近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣について、急速に生息数が増加し、分布が拡大した結果、自然

生態系、農林水産業や生活環境への被害が深刻になっていること、さらに狩猟者が減少し、著しく高齢化が

進んでいるため、捕獲等の担い手の育成・確保が喫緊の課題であることを踏まえ、平成26年5月に「鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律」（以下、鳥獣法という）の抜本的改正を行った。

改正内容は、法の目的に「鳥獣の管理」を位置づけ、管理を図るための新たな措置として、集中的かつ広域

的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県は「指定管理鳥獣捕獲等事業

に関する実施計画」を策定し、その計画に基づき、都道府県又は国が捕獲を行う「指定管理鳥獣捕獲等事

業」を創設する等、都道府県による鳥獣の管理の役割の強化等を行ったところである。

鳥獣法に係る権限を市町村の権限として整理することは、基本的な方向性として都道府県による鳥獣の管

理の役割を強化した今回の改正と齟齬が生じるほか、これまで権限を移譲していない市町村に過剰な負担

を強いることとなる。

先般の鳥獣法の改正は、多くの地方自治体からの意見も踏まえ、国会の審議を経てとりまとめたたものであ

るが、地方自治体からは、今回提案のような意見は出なかった。以上から、環境省としては受け入れられな

い。

各府省からの第１次回答

　広域的な単位で計画的に鳥獣保護行政を推進していく必要があることは認識している。

　しかしながら、許可を得て捕獲した野生鳥獣を飼養する場合の登録及び登録票の交付、登録の更新は地

域に密着した事務である。

　現場に近く地域の実情に詳しい市町村が処理することで、住民からの問い合わせや相談に対して、迅速に

対応できる。

　したがって、鳥獣飼養の登録等の事務を市町村に移譲することは、実情に合った対応と考えるので、市町

村に移譲すべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、全国的に移譲の実績が上がった段階で

法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すこととすべき。

【全国市長会】

鳥獣行政の広域的視点の観点や規模の小さい市町村では専門的知識のある人材が乏しいため、慎重な検

討を求める

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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○　都道府県と市町村の連携という観点から、捕獲許可の中でも、頭数調整のように県全体として適正な管

理が必要な事務については県が引き続き実施する一方、機動性が求められる「鳥獣による生活環境、農林

水産業又は生態系に係る被害の防止」を目的とする捕獲許可について権限移譲すべきと考えるが、この場

合何か具体的な支障はあるのか。

○　市町村ごとに鳥獣の専門家を置くのは実態的に難しいとのことだが、捕獲許可については、現時点でも

事務処理特例で多数の市町村に移譲しているところであり、必要な連絡調整体制を組むことで、市町村にお

いても実施可能ではないか。

回答区分 D　現行規定により対応可能

提案内容に関して移譲先となる全国市長会からは「鳥獣行政の広域的視点の観点や規模の小さい市町村

では専門的知識のある人材が乏しいため、慎重な検討を求める。」との意見があり、提案団体が副会長を担

う全国知事会からも「市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、全国的に移譲の

実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すこととすべき。」との意見であること

から、現行どおり都道府県知事権限とし、各都道府県は各市町村との調整により事務処理特例によって対

応することが適切と考えている。

各府省からの第２次回答

18



環境省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

環境省

求める措置の具体的内容

販売禁止鳥獣等（ヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品）の販売許可、許可証の交付、違反者に対

する措置命令、許可取消は、市町村に移譲すること

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

鳥獣保護法第２４条に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可、許可証の交付、措置命令や許可取り消しについ

ては、法律上、県の権限となっているが、本県では特例条例で県内市町村にほぼ移譲済みである。

地域の実情に詳しい市町村が処理することで迅速に対応でき、住民からの問い合わせや通報に対して速や

かに対応している。

特例条例で移譲を受けている市町において、事務処理に当たって特に支障は生じていない。

こうしたことから、都道府県と市町村の法律上の役割分担を実情に合わせて見直すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

販売禁止鳥獣の販売許可等の市町村への移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 269

根拠法令等

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第24条第1項、第3項、第4項、第5項、第6項、第8項、第9項、第

10項、第75条第1項、第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

鳥獣の生息状況等は地域ごとに特殊性に富んでいるので、地域の鳥獣の生息状況に応じた保護管理が必

要である。一方で、鳥獣は地域をまたがって行動するため、ある程度広域的な単位で計画的に鳥獣保護行

政を推進していく必要がある。

このため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」における捕獲許可等の事務については、基本的

に都道府県が担うこととしているところ。

一方、近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣について、急速に生息数が増加し、分布が拡大した結果、自然

生態系、農林水産業や生活環境への被害が深刻になっていること、さらに狩猟者が減少し、著しく高齢化が

進んでいるため、捕獲等の担い手の育成・確保が喫緊の課題であることを踏まえ、平成26年5月に「鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律」（以下、鳥獣法という）の抜本的改正を行った。

改正内容は、法の目的に「鳥獣の管理」を位置づけ、管理を図るための新たな措置として、集中的かつ広域

的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣について、都道府県は「指定管理鳥獣捕獲等事業

に関する実施計画」を策定し、その計画に基づき、都道府県又は国が捕獲を行う「指定管理鳥獣捕獲等事

業」を創設する等、都道府県による鳥獣の管理の役割の強化等を行ったところである。

鳥獣法に係る権限を市町村の権限として整理することは、基本的な方向性として都道府県による鳥獣の管

理の役割を強化した今回の改正と齟齬が生じるほか、これまで権限を移譲していない市町村に過剰な負担

を強いることとなる。

先般の鳥獣法の改正は、多くの地方自治体からの意見も踏まえ、国会の審議を経てとりまとめたたものであ

るが、地方自治体からは、今回提案のような意見は出なかった。以上から、環境省としては受け入れられな

い。

各府省からの第１次回答

　広域的な単位で計画的に鳥獣保護行政を推進していく必要があることは認識している。

　しかしながら、現在販売禁止鳥獣とされているヤマドリ及びその卵とこれらを加工した食料品の販売許可、

許可証の交付等は地域に密着した事務である。

　現場に近く地域の実情に詳しい市町村が処理することで、住民からの相談や通報に応じた事業者指導等

に、迅速に対応できる。

　したがって、販売禁止鳥獣の販売許可等の事務を市町村に移譲することは、実情に合った対応と考えるの

で、市町村に移譲すべきである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、全国的に移譲の実績が上がった段階で

法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すこととすべき。

【全国市長会】

販売禁止鳥獣等に関する手続きは実績がなく、取扱事案が少ないが故に対応に統一性を欠く懸念があるこ

とから、慎重な検討を求める。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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○　都道府県と市町村の連携という観点から、捕獲許可の中でも、頭数調整のように県全体として適正な管

理が必要な事務については県が引き続き実施する一方、機動性が求められる「鳥獣による生活環境、農林

水産業又は生態系に係る被害の防止」を目的とする捕獲許可について権限移譲すべきと考えるが、この場

合何か具体的な支障はあるのか。

○　市町村ごとに鳥獣の専門家を置くのは実態的に難しいとのことだが、捕獲許可については、現時点でも

事務処理特例で多数の市町村に移譲しているところであり、必要な連絡調整体制を組むことで、市町村にお

いても実施可能ではないか。

回答区分 D　現行規定により対応可能

提案内容に関して移譲先となる全国市長会からは「販売禁止鳥獣等に関する手続きは実績がなく、取扱事

案が少ないが故に対応に統一性を欠く懸念があることから、慎重な検討を求める。」との意見があり、提案団

体が副会長を担う全国知事会からも「市町村の希望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、

全国的に移譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分担を見直すこととすべき。」と

の意見であることから、現行どおり都道府県知事権限とし、各都道府県は各市町村との調整により事務処理

特例によって対応することが適切と考えている。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

市町村が策定する創業支援事業計画の認定権限を経済産業省から都道府県へ移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度の概要】

創業支援事業計画は、産業競争力強化法第１１３条において、市町村が、民間事業者や経済団体、金融機

関等と連携して、これを策定し、主務大臣の認定を受けることとされている。

【制度改正の必要性】

本県では、商工会議所、商工会連合会等の経済団体と、地銀、信金、信組、政府系等の金融機関及び県等

が一堂に会し、毎月一度、創業や新たな産業分野への参入等に係る県内企業の経済活動等について情報

共有を図っており、このように地域の実情を把握している県が計画を認定することが適切であり、一体的な創

業支援につながる。この取り組みについては、H22から開始し、それぞれの機関が有する支援ノウハウや支

援制度の効果的な活用等を図る中、県内企業の新分野へのチャレンジ等を支援してきたが、特に本年度か

らは、県や地元金融機関、経済団体等が出資して組成する新たなファンドを活用した起業・創業を推進する

ため、この連携組織の中に特別なチームを設けて支援することとしており、今後も別途創業支援事業計画を

国が認定するのであれば、一体的な運用に支障が生じる。

【本県の状況】

連携を図るべき民間事業者等が当該市町村の区域を越えて活動を行っていることが多く、また、特に経済団

体等にあっては県の区域での活動が盛んになっていることから、計画の認定が進んでいない状況にある。

【懸念の解消策】

市町村で策定する計画については、県へ認定権限を移譲することで、創業を促す技術シーズや、これをサ

ポートする支援機関、政策リソースなどの効率化が図られ、現下の重要課題である開業率の向上に資するこ

とが期待される。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 山梨県

管理番号 71

根拠法令等

産業競争力強化法第１１３条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

22

22



回答区分 C　対応不可

創業支援事業計画の認定では、各地の経済産業局が窓口となり、市区町村に対する計画の認定に向けた

指導や助言等について、中小企業庁や関係省庁と連携と取りながら実施している。

現状では、各都道府県の認定件数は0件～20件（平均4件）程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、

事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて非効率

である。

また、本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図ることを目的の一つとして

いるが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の先進的な取り組み等の情報を反映しながら全国水

準での認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが懸念される。

各都道府県においては、経済産業局と連携しながら市区町村への情報提供という役割に加えて、県セン

ター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、

経済産業局を通じて都道府県との連携体制を強化していく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移

譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

起業・創業の促進は、総務大臣が提唱された「ローカル10000プロジェクト」や「日本再興戦略」のKPIに示され

るように、今後とも積極的に取り組んでいくべき事項であり、現状の認定件数を前提に事務処理が非効率に

なる恐れがあることをもって、権限移譲の対応不可とすることは如何かと思います。

また、各地のモデルとなる創業支援体制に係る全国的な横展開の件については、先ず、各地のモデルとなる

創業支援体制の確立が肝要であり、それに当たっては都道府県における創業支援施策や県を単位とする各

種支援機関との連携強化が不可欠であり、都道府県が認定し、その結果情報の共有化を図ることで十分に

対応可能と考えます。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

のか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、総務省の全自治体の共同データベースである「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調

査システム」を通じて、国から市区町村への創業支援事業計画に関する連絡事項や、市区町村から国への

計画の提出等があった場合に、都道府県の担当者にもメールで通知されるよう、システムを改修。都道府県

との一層の情報共有を図る。

　　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業

振興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、

特に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府

県が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効

果的な施策の推進が可能となる。

＜権限移譲について＞

本制度は、「日本再興戦略」(25年6月)に掲げられた「我が国の開廃業率を欧米並み（10％台）にする」という

目標を達成するため、市区町村と地域の支援機関、都道府県の連携のもと、全国津々浦々に創業支援体制

を構築するものである。上記国家目標を確実に達成するためには、市町村の策定した創業支援計画が、国

が定めた指針に沿っているかについて、全国的な視点で、国が自ら確認する仕組みとすることで、地域の実

情に配慮しつつも、全国的な創業支援体制を構築することが必要である。

このため、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えており、当面は、上述した

運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図ることとし、制度面は施策効果検証と並行して検討

することとしたい。

各府省からの第２次回答
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総務省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

市町村が策定する創業支援事業計画の認定権限を経済産業省から都道府県へ移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度の概要】

創業支援事業計画は、産業競争力強化法第１１３条において、市町村が、民間事業者や経済団体、金融機

関等と連携して、これを策定し、主務大臣の認定を受けることとされている。

【制度改正の必要性】

本県では、商工会議所、商工会連合会等の経済団体と、地銀、信金、信組、政府系等の金融機関及び県等

が一堂に会し、毎月一度、創業や新たな産業分野への参入等に係る県内企業の経済活動等について情報

共有を図っており、このように地域の実情を把握している県が計画を認定することが適切であり、一体的な創

業支援につながる。この取り組みについては、H22から開始し、それぞれの機関が有する支援ノウハウや支

援制度の効果的な活用等を図る中、県内企業の新分野へのチャレンジ等を支援してきたが、特に本年度か

らは、県や地元金融機関、経済団体等が出資して組成する新たなファンドを活用した起業・創業を推進する

ため、この連携組織の中に特別なチームを設けて支援することとしており、今後も別途創業支援事業計画を

国が認定するのであれば、一体的な運用に支障が生じる。

【本県の状況】

連携を図るべき民間事業者等が当該市町村の区域を越えて活動を行っていることが多く、また、特に経済団

体等にあっては県の区域での活動が盛んになっていることから、計画の認定が進んでいない状況にある。

【懸念の解消策】

市町村で策定する計画については、県へ認定権限を移譲することで、創業を促す技術シーズや、これをサ

ポートする支援機関、政策リソースなどの効率化が図られ、現下の重要課題である開業率の向上に資するこ

とが期待される。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 山梨県

管理番号 71

根拠法令等

産業競争力強化法第１１３条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５月19日第５回経済財政諮問会

議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、

地域密着型企業を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推進していると

ころであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目標設定や内容等について助言を行い、計画

の認定に関与する必要がある。

　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件ずつ程度に留まっており、認定

権限を移譲した場合、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での

執行は極めて非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る

ことを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の全国水準での取り組みや

先進事例等の情報を反映しながら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが

懸念される。

　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県センター、インキュベーション施設

等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強

化してゆく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

起業・創業の促進は、総務大臣が提唱された「ローカル10000プロジェクト」や「日本再興戦略」のKPIに示され

るように、今後とも積極的に取り組んでいくべき事項であり、現状の認定件数を前提に事務処理が非効率に

なる恐れがあることをもって、権限移譲の対応不可とすることは如何かと思います。

また、各地のモデルとなる創業支援体制に係る全国的な横展開の件については、先ず、各地のモデルとなる

創業支援体制の確立が肝要であり、それに当たっては都道府県における創業支援施策や県を単位とする各

種支援機関との連携強化が不可欠であり、都道府県が認定し、その結果情報の共有化を図ることで十分に

対応可能と考えます。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

のか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、市区町村から計画の提出等があった場合に、総務省の全自治体の共同データベースである

「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調査システム」内に掲載し、直ちに都道府県が市区町村の計画

等を閲覧できるようにするとともに、都道府県に対してメールで通知を行うことで、都道府県との一層の情報

共有を図る。

　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業振

興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、特

に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府県

が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効果

的な施策の推進が可能となる。

＜認定権限について＞

各地域での創業を強力に推進するため、国が計画の認定を行う過程で、各市町村と関係各省庁との情報共

有を図りながら、各市町村の創業支援事業案の内容と関係各省庁の支援策等を効果的に構築する必要が

あるため、認定については国が行う必要がある。このため、都道府県への認定業務の権限移譲については

時期尚早であると考えており、当面は、上述した運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図るこ

ととし、制度面は施策効果検証と並行して検討することとしたい。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

産業競争力強化法第113条に基づいて市区町村が作成する創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移

譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】現在、計画申請、認定に当たっては、地方経済産業局が市区町村と入念な事前調整を行い、申請に

向けた助言・指導を行っているが、今後認定取得を希望する市区町村からの相談が増加すれば、経済産業

局に過度な負担が発生するおそれがある。また、平成26年4月に中小企業庁が発行した「産業競争力強化

法における 市区町村による創業支援のガイドライン」によれば、申請の素案受付から認定までの所要期間

は2ヶ月以上とされており、この期間中は素案を提出した市区町村内の創業者が法に基づく優遇措置を受け

ることができないため、場合によっては支援継続中の案件が優遇措置の対象外となってしまうおそれがあ

る。さらに、本法に基づく創業支援計画は、市区町村が主体的に地域内の創業の促進を計画・実践するとい

う画期的な制度であるが、多くの市区町村にとっては創業支援に正面から取り組む初めての機会となるた

め、頻繁に計画変更が生じる可能性がある。窓口が地方経済産業局のみである場合、こうした計画変更へ

の迅速な対応が困難となるおそれがある。

【改正の必要性】本事務を都道府県に移譲すれば、市町村の申請から認定までの所要期間は1ヶ月程度に

短縮でき、地方経済産業局との調整に係る旅費、人件費等の低減にもつながる。また、大分県における「ス

タートアップ支援機関連絡会議（県、商工団体、金融機関等で組織。年間1,500件の創業相談を受け、うち400

件が創業を実現）などの全県組織から市町村への情報提供も可能になることから、法の趣旨、地域の実情

に即した円滑な事務が行えるものと思われる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 九州地方知事会

管理番号 391

根拠法令等

産業競争力強化法第113条、第114条、第137条

産業競争力強化法施行規則第41条～第45条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

創業支援事業計画の認定では、各地の経済産業局が窓口となり、市区町村に対する計画の認定に向けた

指導や助言等について、中小企業庁や関係省庁と連携と取りながら実施している。

現状では、各都道府県の認定件数は0件～20件（平均4件）程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、

事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて非効率

である。

また、本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図ることを目的の一つとして

いるが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の先進的な取り組み等の情報を反映しながら全国水

準での認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが懸念される。

各都道府県においては、経済産業局と連携しながら市区町村への情報提供という役割に加えて、県セン

ター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、

経済産業局を通じて都道府県との連携体制を強化していく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移

譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

都道府県では既に独自の創業支援施策を実施しており、市町村との連絡・調整、認定事務を担うに当たって

は、既存の施策実施体制を活用できることから、大きな非効率は生じないものと考える。

また、地域の特徴ある創業支援体制を全国に横展開する取組は重要であるが、そうした全国比較について

は必ずしも計画認定の段階で行う必要はなく、国における補助事業の採択審査や、事例集作成等により実

施可能である。

都道府県に認定権限を移譲することで、申請から認定に至る期間の短縮のみならず、地域の独自性の深掘

り、実効性の高い支援体制の構築につながり、モデルの創出にも資するものと思われる。さらに、こうして構

築した市町村の創業支援体制を、大分県における「3年間で1,000件の創業支援」といった都道府県の定量目

標と連携しながら運用することで、創業の一層の拡大が図られ、「開業率10％」、「ローカル10,000」といった

国の目標の実現にも貢献できるものと考える。

なお、大分県内の市町村からは、出張旅費負担軽減や、地域の実情に関する審査事務局への説明効率化

などの観点から、身近な存在である県への認定権限の移譲を期待する声が寄せられている。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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のか。

回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、総務省の全自治体の共同データベースである「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調

査システム」を通じて、国から市区町村への創業支援事業計画に関する連絡事項や、市区町村から国への

計画の提出等があった場合に、都道府県の担当者にもメールで通知されるよう、システムを改修。都道府県

との一層の情報共有を図る。

　　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業

振興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、

特に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府

県が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効

果的な施策の推進が可能となる。

＜権限移譲について＞

本制度は、「日本再興戦略」(25年6月)に掲げられた「我が国の開廃業率を欧米並み（10％台）にする」という

目標を達成するため、市区町村と地域の支援機関、都道府県の連携のもと、全国津々浦々に創業支援体制

を構築するものである。上記国家目標を確実に達成するためには、市町村の策定した創業支援計画が、国

が定めた指針に沿っているかについて、全国的な視点で、国が自ら確認する仕組みとすることで、地域の実

情に配慮しつつも、全国的な創業支援体制を構築することが必要である。

このため、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えており、当面は、上述した

運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図ることとし、制度面は施策効果検証と並行して検討

することとしたい。

各府省からの第２次回答
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総務省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

産業競争力強化法第113条に基づいて市区町村が作成する創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移

譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障】現在、計画申請、認定に当たっては、地方経済産業局が市区町村と入念な事前調整を行い、申請に

向けた助言・指導を行っているが、今後認定取得を希望する市区町村からの相談が増加すれば、経済産業

局に過度な負担が発生するおそれがある。また、平成26年4月に中小企業庁が発行した「産業競争力強化

法における 市区町村による創業支援のガイドライン」によれば、申請の素案受付から認定までの所要期間

は2ヶ月以上とされており、この期間中は素案を提出した市区町村内の創業者が法に基づく優遇措置を受け

ることができないため、場合によっては支援継続中の案件が優遇措置の対象外となってしまうおそれがあ

る。さらに、本法に基づく創業支援計画は、市区町村が主体的に地域内の創業の促進を計画・実践するとい

う画期的な制度であるが、多くの市区町村にとっては創業支援に正面から取り組む初めての機会となるた

め、頻繁に計画変更が生じる可能性がある。窓口が地方経済産業局のみである場合、こうした計画変更へ

の迅速な対応が困難となるおそれがある。

【改正の必要性】本事務を都道府県に移譲すれば、市町村の申請から認定までの所要期間は1ヶ月程度に

短縮でき、地方経済産業局との調整に係る旅費、人件費等の低減にもつながる。また、大分県における「ス

タートアップ支援機関連絡会議（県、商工団体、金融機関等で組織。年間1,500件の創業相談を受け、うち400

件が創業を実現）などの全県組織から市町村への情報提供も可能になることから、法の趣旨、地域の実情

に即した円滑な事務が行えるものと思われる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 九州地方知事会

管理番号 391

根拠法令等

産業競争力強化法第113条、第114条、第137条

産業競争力強化法施行規則第41条～第45条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５月19日第５回経済財政諮問会

議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、

地域密着型企業を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推進していると

ころであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目標設定や内容等について助言を行い、計画

の認定に関与する必要がある。

　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件ずつ程度に留まっており、認定

権限を移譲した場合、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での

執行は極めて非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る

ことを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の全国水準での取り組みや

先進事例等の情報を反映しながら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが

懸念される。

　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県センター、インキュベーション施設

等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強

化してゆく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

都道府県では既に独自の創業支援施策を実施しており、市町村との連絡・調整、認定事務を担うに当たって

は、既存の施策実施体制を活用できることから、大きな非効率は生じないものと考える。

また、地域の特徴ある創業支援体制を全国に横展開する取組は重要であるが、そうした全国比較について

は必ずしも計画認定の段階で行う必要はなく、国における補助事業の採択審査や、事例集作成等により実

施可能である。

都道府県に認定権限を移譲することで、申請から認定に至る期間の短縮のみならず、地域の独自性の深掘

り、実効性の高い支援体制の構築につながり、モデルの創出にも資するものと思われる。さらに、こうして構

築した市町村の創業支援体制を、大分県における「3年間で1,000件の創業支援」といった都道府県の定量目

標と連携しながら運用することで、創業の一層の拡大が図られ、「開業率10％」、「ローカル10,000」といった

国の目標の実現にも貢献できるものと考える。

なお、大分県内の市町村からは、出張旅費負担軽減や、地域の実情に関する審査事務局への説明効率化

などの観点から、身近な存在である県への認定権限の移譲を期待する声が寄せられている。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

のか。

回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、市区町村から計画の提出等があった場合に、総務省の全自治体の共同データベースである

「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調査システム」内に掲載し、直ちに都道府県が市区町村の計画

等を閲覧できるようにするとともに、都道府県に対してメールで通知を行うことで、都道府県との一層の情報

共有を図る。

　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業振

興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、特

に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府県

が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効果

的な施策の推進が可能となる。

＜認定権限について＞

各地域での創業を強力に推進するため、国が計画の認定を行う過程で、各市町村と関係各省庁との情報共

有を図りながら、各市町村の創業支援事業案の内容と関係各省庁の支援策等を効果的に構築する必要が

あるため、認定については国が行う必要がある。このため、都道府県への認定業務の権限移譲については

時期尚早であると考えており、当面は、上述した運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図るこ

ととし、制度面は施策効果検証と並行して検討することとしたい。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

産業競争力強化法　第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０条１項６号に規定する「市区町村創業支

援計画」に関する経済産業大臣、総務大臣及びその他の主務大臣（関係する施行令、施行規則を含む）にお

ける権限を都道府県に移譲されたい。

第１１３条　創業支援事業計画の認定

第１１４条　創業支援事業計画の変更等

第１３７条３項　報告書の徴収

第１４０条１項６号　 主務大臣等

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町村のきめ細かな実情を把

握することは現実的ではなく、計画認定に向けた指導・助言等のフォローアップを的確に行うことは難しいと

考えられる。

国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局に素案を提出、2月14日

に中小企業庁に計画を提出という、極めてタイトな日程であり、このため大阪府内で６市がこのスケジュール

に間に合わなかった。都道府県に認定権限があれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考えられる。

さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマーケットは市区町村エリアを

超えており、都道府県レベルの創業支援施策と密接に連携した取組が求められる。しかし、現行制度におい

ては、都道府県レベルの官民の創業支援施策との調整・最適化を行うことができない。

【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができるが、第１回・第２回認定に

おいて、各々２件しかなかった。創業者のマーケットの広さは多種多様であり、現行制度では創業者のマー

ケットに合わせた市区町村の組合せを一律で構成することはできないため、都道府県レベルの官民の創業

支援施策との調整・最適化が不可欠である。

行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行えば、場合によっては

地方自治法上の様々な連携手続（機関等の共同設置、事務の委託等）で、市区町村間のより強固な絆づくり

を誘導することも可能である。

【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係する内容が含まれた場

合、各所管省庁との調整に時間を要すると想定される。一方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策定に

係る指導・助言から認定までの手続を一元的かつ円滑に行うことができる。申請者である市区町村にとって

も事務の効率化ができる。

※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の80％以上が市区町村のエ

リアを超えている。（同一市町村19.6％、同一都道府県39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 大阪府、京都府、兵庫県、徳島県

管理番号 699

根拠法令等

産業競争力強化法第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０条１項６号

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

22

34



回答区分 C　対応不可

創業支援事業計画の認定では、各地の経済産業局が窓口となり、市区町村に対する計画の認定に向けた

指導や助言等について、中小企業庁や関係省庁と連携と取りながら実施している。

現状では、各都道府県の認定件数は0件～20件（平均4件）程度に留まっており、認定権限を移譲した場合、

事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での執行は極めて非効率

である。

また、本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図ることを目的の一つとして

いるが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の先進的な取り組み等の情報を反映しながら全国水

準での認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが懸念される。

各都道府県においては、経済産業局と連携しながら市区町村への情報提供という役割に加えて、県セン

ター、インキュベーション施設等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、

経済産業局を通じて都道府県との連携体制を強化していく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移

譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

【認定件数増加への寄与】

都道府県が持つネットワーク力で地域特性に応じた市町村の創業支援事業計画の策定支援を行うことがで

き、今以上に認定件数を増やすことが可能になる。

実際、９月締切の第３回申請は、大阪府では２市のみ、関西の他府県では申請がないと聞いているが、単独

では認定を受けることが難しい自治体もあることも一因として考えられる。

この点、都道府県への創業支援事業計画の権限移譲により、近隣地域とのバランスを考慮して、都道府県

が「商工会連合会等と連携して法の枠組み以外で行う創業支援施策＝補完行政」を行うことができ、また、

都道府県に計画認定権限があれば、共同申請を誘導することも容易になる（例えば、大阪府は、「事務の共

同処理」「機関や内部組織等の共同設置」等の市町村の連携を促進した実績がある）。

このように、都道府県への権限移譲により、「ローカル10,000プロジェクト」等の政府目標に貢献することがで

き、申請件数に陰りが見える現状からすれば、決して時期尚早ではないと考える。

【執行体制の整備の必要性について】

執行体制については、都道府県に創業支援担当が、創業支援ポータルサイトの運営、所管の商工会・商工

会議所（地域の創業支援事業の中核）への指導監督を通じて、創業支援情報の入手、市町村や経済団体と

の情報交換を通じて各創業施策を総合的にコーデイネイト、情報の集約発信は行っており、経済産業局以上

に地域の実情を把握している。改めて体制整備に努めずに現状で認定、指導対応は十分可能である。

　＜大阪府の取組＞以下を通じて、創業支援機関の活動状況や能力を把握・集約

　　・創業支援機関ネットワーク会議（官民90団体以上が参加）

　　・支援機関推薦型創業ビジネスコンテスト　　・大阪府、メールマガジンの配信

【先進的な取り組み等の反映について】

　地域の「秀逸なモデル」ピックアップするには、地域実情を把握している都道府県が最適である。「他地域の

先進的な取り組みの反映」については、適切な技術的助言に基づき府県から事例を国に報告・集約し、それ

をフィードバックする仕組みで、極めて容易に解決、最適化が実現できる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

全国知事会からの意見
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○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

のか。

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、総務省の全自治体の共同データベースである「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調

査システム」を通じて、国から市区町村への創業支援事業計画に関する連絡事項や、市区町村から国への

計画の提出等があった場合に、都道府県の担当者にもメールで通知されるよう、システムを改修。都道府県

との一層の情報共有を図る。

　　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業

振興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、

特に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府

県が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効

果的な施策の推進が可能となる。

＜権限移譲について＞

本制度は、「日本再興戦略」(25年6月)に掲げられた「我が国の開廃業率を欧米並み（10％台）にする」という

目標を達成するため、市区町村と地域の支援機関、都道府県の連携のもと、全国津々浦々に創業支援体制

を構築するものである。上記国家目標を確実に達成するためには、市町村の策定した創業支援計画が、国

が定めた指針に沿っているかについて、全国的な視点で、国が自ら確認する仕組みとすることで、地域の実

情に配慮しつつも、全国的な創業支援体制を構築することが必要である。

このため、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えており、当面は、上述した

運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図ることとし、制度面は施策効果検証と並行して検討

することとしたい。

各府省からの第２次回答
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【管理番号 699】創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲 

にかかる補足資料（総務省・経済産業省 共通） 

 

 

※大阪府内 商工会・商工会議所の創業支援策 

現在認定を受けている府内１０市では、各商工会議所が創業セミナー等を実

施している。一方、商工会エリアについては、商工会連合会が主体となって市

区町村のエリアを超えた地域を対象に創業セミナー等を実施している。これら

の施策を計画に取り入れ活用していくためには都道府県による総合的なコーデ

ィネートが必要とされる。 
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総務省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、総務省

求める措置の具体的内容

産業競争力強化法　第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０条１項６号に規定する「市区町村創業支

援計画」に関する経済産業大臣、総務大臣及びその他の主務大臣（関係する施行令、施行規則を含む）にお

ける権限を都道府県に移譲されたい。

第１１３条　創業支援事業計画の認定

第１１４条　創業支援事業計画の変更等

第１３７条３項　報告書の徴収

第１４０条１項６号　 主務大臣等

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【具体的な支障事例】創業支援事業計画の認定に際し、国が全国約1700の市区町村のきめ細かな実情を把

握することは現実的ではなく、計画認定に向けた指導・助言等のフォローアップを的確に行うことは難しいと

考えられる。

国の第一回認定(3月20日)では、2月4日に説明会を実施、2月7日に近畿経済産業局に素案を提出、2月14日

に中小企業庁に計画を提出という、極めてタイトな日程であり、このため大阪府内で６市がこのスケジュール

に間に合わなかった。都道府県に認定権限があれば、下記理由（※１）で十分対応できたと考えられる。

さらに、中小企業白書（2013年版　p.47 ※２）で示されているように、創業者のマーケットは市区町村エリアを

超えており、都道府県レベルの創業支援施策と密接に連携した取組が求められる。しかし、現行制度におい

ては、都道府県レベルの官民の創業支援施策との調整・最適化を行うことができない。

【制度改正の必要性】計画策定にあたり複数の市区町村による共同申請ができるが、第１回・第２回認定に

おいて、各々２件しかなかった。創業者のマーケットの広さは多種多様であり、現行制度では創業者のマー

ケットに合わせた市区町村の組合せを一律で構成することはできないため、都道府県レベルの官民の創業

支援施策との調整・最適化が不可欠である。

行政効率的な観点からも共同計画が策定されるべきであるが、都道府県が認定を行えば、場合によっては

地方自治法上の様々な連携手続（機関等の共同設置、事務の委託等）で、市区町村間のより強固な絆づくり

を誘導することも可能である。

【都道府県が認定を行うことによる効果 ※１】現行制度で所管が複数の省庁に関係する内容が含まれた場

合、各所管省庁との調整に時間を要すると想定される。一方、都道府県はあらゆる分野に対し、計画策定に

係る指導・助言から認定までの手続を一元的かつ円滑に行うことができる。申請者である市区町村にとって

も事務の効率化ができる。

※２　創業者が目指している今後の市場について、「地域需要創出型」では全体の80％以上が市区町村のエ

リアを超えている。（同一市町村19.6％、同一都道府県39.1％、全国38.2％、海外3.2％）

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 大阪府、京都府、兵庫県、徳島県

管理番号 699

根拠法令等

産業競争力強化法第１１３条、第１１４条、第１３７条３項、第１４０条１項６号

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

22
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回答区分 C　対応不可

　現在、「『地域の元気創造プラン』による地域からの成長戦略」（平成26年５月19日第５回経済財政諮問会

議　新藤総務大臣提出資料）に基づき、中小企業庁等と共同して、全市町村で創業支援事業計画を策定し、

地域密着型企業を全国で10,000事業程度立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を強力に推進していると

ころであり、目標達成に向けて、国として創業支援事業計画の目標設定や内容等について助言を行い、計画

の認定に関与する必要がある。

　また、現状では、認定を多数受けている都道府県でも、多くがそれぞれ10件ずつ程度に留まっており、認定

権限を移譲した場合、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が一律必要であることから、都道府県での

執行は極めて非効率である。本事業では、各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る

ことを目的の一つとしているが、認定業務を都道府県に移譲した場合、他地域の全国水準での取り組みや

先進事例等の情報を反映しながら認定業務を行うことが困難になり、施策の最適化がなされなくなることが

懸念される。

　各都道府県においては、市区町村への情報提供という役割に加えて、県センター、インキュベーション施設

等の活用や、単独では申請が難しい市区町村への調整役を担っており、今後、都道府県との連携体制を強

化してゆく方向であるが、都道府県への認定業務の権限移譲については時期尚早であると考えている。

各府省からの第１次回答

【認定件数増加への寄与】

都道府県が持つネットワーク力で地域特性に応じた市町村の創業支援事業計画の策定支援を行うことがで

き、今以上に認定件数を増やすことが可能になる。

実際、９月締切の第３回申請は、大阪府では２市のみ、関西の他府県では申請がないと聞いているが、単独

では認定を受けることが難しい自治体もあることも一因として考えられる。

この点、都道府県への創業支援事業計画の権限移譲により、近隣地域とのバランスを考慮して、都道府県

が「商工会連合会等と連携して法の枠組み以外で行う創業支援施策＝補完行政」を行うことができ、また、

都道府県に計画認定権限があれば、共同申請を誘導することも容易になる（例えば、大阪府は、「事務の共

同処理」「機関や内部組織等の共同設置」等の市町村の連携を促進した実績がある）。

このように、都道府県への権限移譲により、「ローカル10,000プロジェクト」等の政府目標に貢献することがで

き、申請件数に陰りが見える現状からすれば、決して時期尚早ではないと考える。

【執行体制の整備の必要性について】

執行体制については、都道府県に創業支援担当が、創業支援ポータルサイトの運営、所管の商工会・商工

会議所（地域の創業支援事業の中核）への指導監督を通じて、創業支援情報の入手、市町村や経済団体と

の情報交換を通じて各創業施策を総合的にコーデイネイト、情報の集約発信は行っており、経済産業局以上

に地域の実情を把握している。改めて体制整備に努めずに現状で認定、指導対応は十分可能である。

　＜大阪府の取組＞以下を通じて、創業支援機関の活動状況や能力を把握・集約

　　・創業支援機関ネットワーク会議（官民90団体以上が参加）

　　・支援機関推薦型創業ビジネスコンテスト　　・大阪府、メールマガジンの配信

【先進的な取り組み等の反映について】

　地域の「秀逸なモデル」ピックアップするには、地域実情を把握している都道府県が最適である。「他地域の

先進的な取り組みの反映」については、適切な技術的助言に基づき府県から事例を国に報告・集約し、それ

をフィードバックする仕組みで、極めて容易に解決、最適化が実現できる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・中小企業の新たな事業の創出への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとと

もに、都道府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が

実施する中小企業の新たな事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問

題があるため、創業支援事業計画の認定権限を都道府県に移譲し、創業支援事業計画に基づく補助金につ

いては自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

全国知事会からの意見
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○　９月３日（水）のヒアリングにおいて、都道府県の関与について、少なくとも運用上の改善をまず行い、制

度改正についてはその次の議論である旨言及があったが、運用改善の具体的な検討状況とその後の制度

改正に係る議論の見通しを明示していただきたい。

○　「各地のモデルとなる創業支援体制について全国に横展開を図る」としているが、９月３日（水）のヒアリン

グにおいて指摘したとおり、計画の認定主体と成功例の全国展開とは分けて考えることができる。

　　横展開等の情報提供を国が行いつつ、創業支援事業計画の認定権限を移譲すべきであるが、この場合

何か具体的な支障はあるのか。

○　都道府県はこれまでも創業支援を行っており、ローカル10,000プロジェクトや開業率・廃業率10％台とい

う目標を達成するためには、都道府県の有するノウハウを活用することが必要になると考えられる。計画の

認定権限を移譲することにより、当該目標達成につなげるべきであるが、この場合何か具体的な支障はある

のか。

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 D　現行規定により対応可能

＜運用改善の検討状況について＞

　産業競争力強化法第117条第２項において、「都道府県は、創業支援事業計画を作成しようとする市町村

又は認定市町村に対し、創業支援事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。」とされてい

ることから、同項の運用を改善し、都道府県との一層の連携強化や都道府県による助言を行うこととしたい。

　具体的には、市区町村から計画の提出等があった場合に、総務省の全自治体の共同データベースである

「地域の元気創造プラットフォーム」の「一斉調査システム」内に掲載し、直ちに都道府県が市区町村の計画

等を閲覧できるようにするとともに、都道府県に対してメールで通知を行うことで、都道府県との一層の情報

共有を図る。

　また、単独では十分な創業支援体制を構築することが困難な市区町村については、都道府県（又は産業振

興センター等の都道府県の関係機関）が、「創業支援事業者」として創業支援事業計画に参画するなど、特

に積極的に関与していただくよう地方公共団体に対して周知。創業支援事業計画の策定を通じて、都道府県

が市区町村に対して助言を行うことで、都道府県が実施する産業振興施策との連携強化も図られ、より効果

的な施策の推進が可能となる。

＜認定権限について＞

各地域での創業を強力に推進するため、国が計画の認定を行う過程で、各市町村と関係各省庁との情報共

有を図りながら、各市町村の創業支援事業案の内容と関係各省庁の支援策等を効果的に構築する必要が

あるため、認定については国が行う必要がある。このため、都道府県への認定業務の権限移譲については

時期尚早であると考えており、当面は、上述した運用面の改善により都道府県との一層の連携強化を図るこ

ととし、制度面は施策効果検証と並行して検討することとしたい。

各府省からの第２次回答

40



【管理番号 699】創業支援事業計画の認定権限の都道府県への移譲 

にかかる補足資料（総務省・経済産業省 共通） 

 

 

※大阪府内 商工会・商工会議所の創業支援策 

現在認定を受けている府内１０市では、各商工会議所が創業セミナー等を実

施している。一方、商工会エリアについては、商工会連合会が主体となって市

区町村のエリアを超えた地域を対象に創業セミナー等を実施している。これら

の施策を計画に取り入れ活用していくためには都道府県による総合的なコーデ

ィネートが必要とされる。 
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

地域における関係機関との案件発掘に係る調整

地域資源活用促進法による事業計画認定に係る事務

補助金の交付・確定に係る事務の権限移譲

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

事業目的は、中小企業が、地域固有の産業資源を活用し、新事業展開を図ることを支援するものであるの

で、地方が地域資源の指定から事業計画の認定まで地域の中小企業のニーズの基づくきめ細かい支援を

行うことが必要である。全国的な視点があるとしても地域振興に関するものであるから、自由度を高めて都

道府県に交付すべきである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

提案団体 愛知県

管理番号 26

根拠法令等

中小企業地域資源活用促進法第6条、第7条

小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源活用支援補助金（地域産業資源活用支援事業）交付要

綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

54
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　また、添付資料にて本事業と「中小企業応援ファンド」採択事業者の１／４が重複しているとのご指摘です

が、「中小企業応援ファンド」は地域資源を活用した初期段階の取組等を支援していると認識しており、制度

上の重複はないと考える。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

【全国的視点に立って全国レベルの先端的なモデル事業について】

　中小企業地域資源活用促進法は、地域の実情に知見を持つ都道府県が地域産業資源を指定し、それを

活用する中小企業・小規模事業者を支援するというスキームであり、指定の権限が都道府県にある以上、支

援策に「全国的な視点」や「モデル事業」の想定をすることは困難。

　既に、ヒアリングで細く説明したとおり、採択事例を見れば、地域によって分野の偏在、技術水準のバラツ

キがあり、経済産業局ごとの採択で、地域を超えた連携が想定しえない。

　現状においても、地域を越えた連携やモデル事業の波及効果も薄く、国で認定・補助事業を行うメリットは

少ない。一方で、国が画一的な視点で認定を行うことで、地域の実情や取組が十分に反映されないデメリット

の方が大きい。

【中小企業応援ファンド】

　中小企業応援ファンドは必ずしも「初期段階の取組」を支援するという性格は有しておらず、地方自治体に

おいて、5年間、3､000万円の補助事業を創設することが困難であるため、金額の多寡によって分けられてい

るというのが実情であり、先端的なモデル事業に限定して採択しているという所管省の主張は当たらないと

考える。

【自治体移譲について】

　都道府県によって年間数件程度の採択になるという事実が、当該制度が利用されにくいものであることを

示しているのではないか。

　また、本県が独自に企業ヒアリングした結果、全企業が認定・補助金の申請事務が膨大で、大変であった

と回答した。自治体へ移譲される場合には、申請の簡素化など、ハードルを下げることにより、中小企業・小

規模事業者の使い勝手の良い補助事業としたいと考えている。

　既に応援ファンドを審査する体制は有しており、使い易くすることで利用件数は伸びると考えられるので、効

率性に問題はないと考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

全国知事会からの意見
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○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【中小企業応援ファンド】

・地域レベルでは、ご指摘の「中小企業応援ファンド」の活用等による支援が行われていると承知しており、

全国レベルでのモデル的事業の認定との相乗効果により、活用事業の裾野拡大と底上げが図られていると

認識。

・なお、当該ファンドは、地域の知恵と工夫を活かして地域資源を活用した新事業の「種」や「芽」を支援する

ために組成されたものであり、本趣旨に則り、各都道府県の創意工夫により事業設計がなされていると認

識。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づき，都道府県が指定する地

域産業資源について中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限及びその支援措置に

係る財源を都道府県知事に移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地域

振興に関するものであることから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行うた

め，都道府県の自由度を高めることが適当と考えられる。

現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うこと

で，必要な時期に必要な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。

【財源移譲のスキーム】

計画認定権限と合わせて，地域資源活用新事業展開支援事業補助金及び関係事務費を移譲

（補助金の流れ）県から中小企業者等へ交付（国は関与しない。）

（補助内容）現行制度並み（補助率2/3，補助限度額3,000万円）

（財源措置）当面は交付金により措置し，将来的には税源移譲等による一般財源化

（全国的視点の担保）審査会への販路開拓に係る有識者等の活用により，都道府県においても全国的な視

点からの計画の認定及び補助金の採択は十分に可能である。

【懸念の解消】

それぞれの地域の資源を活用するという事業の性格上，モデル事業として全国的に普及・拡大していくケー

スは想定しにくく，国が行うメリットは少ない。一方で，国が画一的な視点で認定を行うことで，地域の実情や

課題が十分に反映されないデメリットの方が大きい。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

提案団体 広島県

管理番号 238

根拠法令等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条

小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源活用支援補助金（地域産業資源活用支援事業）交付要

綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

54
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

　それぞれの地域資源を活用するという事業の性格上，全国的な視点でモデル的に普及・啓発を図っていく

というより，地域での差別化・優越性を図ることが重要である。一定のレベルの確保が必要としても，国が運

用指針等を示すこと，都道府県間の情報共有の仕組みを構築することにより担保可能と考える。

　地域の実情や課題に詳しい都道府県が実施することで，創意工夫による掘り起しが期待され，非効率の懸

念は解消されると考える。

　なお，現在の制度スキームにおいて，都道府県が地域産業資源を指定するとともに，計画認定申請に意見

を付すこととされており，都道府県の知見の活用が図られていること，平成26年行政事業レビューにおいて

「他の事業との連携統合や自治体施策へ一任を検討すべき」とされたことを踏まえれば，平成27年度からの

実施が検討されている「ふるさと名物応援事業」においても，都道府県が主体的役割を担えるような制度設

計が必要と考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 C　対応不可

【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

現在、本事業計画は、事業者から、都道府県経由で、経済産業局に申請、経産局等設置の委員会の評価等

を経て認定される。この事業認定について、地域の実情及び地域産業資源を熟知している各都道府県（のう

ち希望する都道府県）」に権限を移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

地域産業資源を熟知し、地域の中小企業を間近で支援する各都道府県が認定業務を実施する方が、より適

正・効果的に事業認定することが出来る。また、都道府県が認定権限を持つことで、事業者は身近なところで

相談が出来、また都道府県も実情を知る事業者に対して細やかな指導が可能となる。さらに、都道府県が実

施する個別の企業支援と一体的に中小企業者に対応することで、地域産業の活性化に資するものと考え

る。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限の都道府県への移譲

提案団体 徳島県、兵庫県、鳥取県

管理番号 358

根拠法令等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

　当法律は、地域産業資源を活用した地域中小企業の事業活動の促進を図り、もって、地域経済の活性化

を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。よって、まずは地域における地域産業

資源の最良の活用方法を選択する必要があり、その点において、従来のスキームより、各都道府県が地域

産業資源活用事業計画を認定する方が効率的。その結果全国に普及しうるモデル事業が増えるものと考え

る。

　また、地域産業資源の更なる活用･掘り起こしの点においても、各都道府県で計画認定するというスキーム

に変えた方が、認定業務の時間短縮･効率化が図られ、認定件数の増も見込まれる。

　さらに補助金の採択については、各都道府県において各認定計画を精査の上、配分を調整することで、補

助金総額の増を抑えることが可能と考える。

　以上のことから、地域産業資源活用事業計画の認定権限の都道府県への移譲が望ましいものである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 C　対応不可

【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

地域資源活用促進法による事業計画の認定業務

小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援補助金の交付に係る事務

について、関東経済産業局及び関東農政局から都道府県へ権限の移譲

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

計画の認定及び補助金交付に係る事務は、地域産業の振興の観点から重要な業務であるが、現状では、

専ら国と事業者が調整しており、県は計画が策定された後に求められる意見書程度しか関与できていない。

その結果、例えば、計画が実行されても、開発された商品が販売に結びつかないケースが散見されている。

これは、計画段階における地元での販路の分析や支援体制の構築が不十分であることが原因である。国が

現在行っている、人口の多い都心部における販路開拓は、重要であり、今後も継続した支援が必要である。

しかし、産地における販路開拓や地元の支援などのバックグラウンドが無いものが、都心部で売れ続けるこ

とも難しく、都心と地元における販路開拓支援は、車輪の両輪であり、ともに推進するべきである。そして、現

状の方式では、地元の体制づくりが困難であるため、権限と財源の移譲による事業のあり方の見直しを求め

るものである。

また、全国的な視点から先進的な事例のみを支援するべきという意見もあるだろうが、地域的なレベル格差

があるなかで、全国的には遅れている都道府県であっても、当該地域のなかで先進的なモデル事業を実施

している事業者に対しては必要な支援をするべきである。

現状は国が計画を認定し、国が事業者に補助しているが、これを変更し、国が県内の都道府県中小企業セ

ンター等の運営管理法人に基金を設立し、県が計画を認定し、県が基金を通じて事業者に補助するよう権限

と財源の移譲を求めるものである。

なお、国は全国的な視点から評価の準則を定め、県は準則を踏まえながら各県の評価基準を定めることで、

広い視野や全国的な視点も踏まえた、事業としての一定の水準を保つ。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への権限移譲

提案団体 神奈川県

管理番号 472

根拠法令等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条

小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援補助金交付要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　また現在、本事業の芽出しを支援する目的のスタート・アップ応援型ファンドとして、「中小企業応援ファン

ド」が全国４４都道府県で造成されており、地域資源を活用した初期段階の取組等を支援しているところであ

る。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

都道府県は計画の策定後に求められる意見書程度しか関与できていないため、計画が十分な効果を発揮し

ていないケースが見られる。都道府県が、地域の実情を適切に反映し、産業政策と一体的に計画の認定業

務を行うことで、地元の支援等を生かした効果的な計画とすることができる。

国は全国的な視点から評価の準則を定め、都道府県が準則を踏まえた評価基準を設けることで、都道府県

においても、全国的な視点での効率的な認定が可能となる。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく計画認定権限を支援施策

の財源とともに都道府県へ移譲する

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

地域産業資源活用事業は、①都道府県が地域産業資源を指定、②国が事業計画を認定、③国が補助金等

各種支援施策を実施　という事業スキームにより、中小企業による地域産業資源を使った商品開発等を支

援することとなっているが、都道府県の行っている中小企業支援と重複し、企業にとって窓口が二つある状

態であり、企業が支援制度を選択する際、経済産業局と都道府県の施策双方を検討しなければならないな

ど障害となっている。

中小企業のさらなる躍進を促すため、農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域資源の活用・結集・ブラン

ド化を図るには、その施策の内容を考慮し、地域の実情を把握している都道府県において実施すべきもので

あるため、②、③も含め、制度全体を都道府県が実施するよう②③の権限および③の財源の移譲（基金化な

ど）を求める。

本補助金は26年度は212件（うち京都府内企業8件）が採択されており、制度が変更されているものの、毎年

同様の採択規模であることから、全国レベルの先端的なモデルと言うよりも地域の名産品を活かした新製品

開発・販路開拓に向けた補助としての側面が強いと言え、地域の企業や産業資源に詳しく、伴走支援が可能

な都道府県が当該事業を包括的に担うことが望ましい。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

提案団体 京都府、兵庫県

管理番号 594

根拠法令等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 第4条、第6条、第7条、第13～18条

小規模事業者等ＪＡＰＡＮブランド育成・地域産業資源活用支援補助金交付要綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

　全国水準でモデルとなり得る事業は、地域資源・人材に詳しい都道府県が主体的に関わることでより確保

しやすくなると考える。全国の中小企業・小規模事業者への普及に関しても、国への報告を義務付ければ可

能になる。

　また、人口減少問題や地方活性化に取り組む地方創生を進めるためには、効率性よりも地方の創意工夫

を引き出すことを重視すべき局面ではないか。

　本事業は経済産業省の行政事業レビューにおいて、「廃止」判定が出されているものの、 「ふるさと名物」

の開発 ・販路開拓を支援する新たな制度へと刷新予定と聞いている。まさしく地方が切磋琢磨し競い合って

取り組むテーマであり、新制度の制度設計にあたっては地域の実情を把握している都道府県が実施主体と

なるようにすべき。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省、農林水産省

求める措置の具体的内容

経済産業局等が行っている中小企業やベンチャーの支援、地域産業の振興、産学官連携推進に関する事

務・権限のうち、地域資源活用に関する事務・権限を都道府県に移譲すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】

　県では、地域経済の担い手である中小企業に対して、資金融資、経営革新、技術開発等の支援を行ってい

る。一方、経済産業局においても、中小企業の技術開発・人材育成等による事業高度化や経営の向上、新

事業の創出等の支援、中心市街地の活性化等に関する事務を行っている。

このため、中小企業への支援に関して、国と地方に窓口が分かれており、ワンストップでの総合的な支援が

実現していない。

しかし、地域経済の担い手である中小企業への支援は、地域の情報やネットワークを有し、日頃から地域の

中小企業と連携が深い都道府県が一元的に積極的に担うことにより、ワンストップで効果的・効率的に行え

る。

こうしたことから、地域資源活用に関する事務・権限（中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の

促進に関する法律第６条に規定する地域産業資源活用事業計画の認定等）は都道府県に移譲すべきであ

る。

また、これに関連する下記の補助事業等についても移譲すべきである（都道府県に交付金として交付し、都

道府県の判断で柔軟に対象団体に交付できる自由度の高い制度とすること。）。

中小企業経営支援等対策費補助金（伝統的工芸品産業支援補助金）

地域資源活用新事業展開支援事業費補助金

農商工等連携対策支援事業（事業化・市場化支援事業）

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域資源活用に関する事務・権限の都道府県への移譲

提案団体 埼玉県

管理番号 889

根拠法令等

経済産業省組織規則第230条35号、第231条19号等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条、第7条、第15条等

地域資源活用新事業展開支援事業費補助金交付要綱等

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

［地域産業資源活用事業計画の認定と補助事業の採択］

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

［中小企業経営支援等対策費補助金］

　国指定の伝統的工芸品は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の目的が、「伝統的工芸品産業の振

興を図り、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、（以下略）」と規定されている

ように、伝統的工芸品産業は貴重な地場産業であり、その振興を図るには、国と地方が連携・調整すること

が不可欠。ゆえに、同法において、（伝統的工芸品産業支援補助金申請の前提条件となる）各種事業計画

の認定については、「都道府県知事（又は市町村の長）は、伝統的工芸品産地の組合が作成する振興計画

を受理したときは、これを検討し、意見を付して経済産業大臣に送付するもの」と規定し、自治体が主体的に

関与する権利を担保している。また、政令において、第２次以降の振興計画の認定は、都道府県知事又は

市町村の長が行うものと規定されている。

［農商工連携他愛作支援事業］

　農商工等連携対策支援事業は、国の役割を、地方が行うことのできない全国レベルの先端的なモデル事

業など全国的視点に立った事業に限定する観点から、法律に基づく認定を行い、補助金の採択を行っている

ところ。

　また、認定件数が年間０件の都道府県も多数存在するが、事務量の多少に関わらず執行体制の整備が必

要となり、都道府県での執行は極めて非効率である。

　さらに、２割以上の認定案件が都道府県域を越えた中小企業の連携であることから、都道府県での執行は

困難である。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

　農商工等連携事業については、平成２６年７月現在すでに全国で６２１件が認定されており、必ずしも全国

レベルの先端的モデル事業に限定しているとはもはや言えず、中小企業者と農林水産業者の経営力の安定

及び地域経済の活性化につながる事業については、積極的に支援していくべきと考える。

　都道府県に移譲することにより、地域の実情・ニーズに応じたきめ細かい支援が行え、実行性の高い施策

展開が期待できる。

　都道府県域を越えた中小企業の連携については、当該都道府県同士で情報交換を密にし、認定・執行に

あたっては事前にルール化することにより対応は可能である。

　なお、地域産業資源活用事業については、都道府県が認定した地域資源を活用した事業であるため、都

道府県を越えた連携事業はまれである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域資源活用に関する支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道府

県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する地

域資源活用による事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題があるた

全国知事会からの意見
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め、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

＜地域産業資源活用事業計画＞

【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。

各府省からの第２次回答
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経済産業省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

経済産業省

求める措置の具体的内容

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づき，都道府県が指定する地

域産業資源について中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限及びその支援措置に

係る財源を都道府県知事に移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地域

振興に関するものであることから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行うた

め，都道府県の自由度を高めることが適当と考えられる。

現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うこと

で，必要な時期に必要な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。

【懸念の解消】

それぞれの地域の資源を活用するという事業の性格上，モデル事業として全国的に普及・拡大していくケー

スは想定しにくく，国が行うメリットは少ない。一方で，国が画一的な視点で認定を行うことで，地域の実情や

課題が十分に反映されないデメリットの方が大きい。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

提案団体 中国地方知事会

管理番号 947

根拠法令等

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第6条

小規模事業者等JAPANブランド育成・地域産業資源活用支援補助金（地域産業資源活用支援事業）交付要

綱

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　本事業は、国が全国的視点に立って、全国レベルの先端的なモデル事業を法律に基づき認定し、補助金

の採択を行っているところであり、地域資源活用事業計画の認定申請において、都道府県の意見を付してい

ただくなど、地域の実情を反映できるようなスキームとなっている。

　都道府県に認定の権限等を移譲した場合、全国的視点による採択が困難になり、施策の最適化がなされ

なくなるため、全国水準で他の中小企業・小規模事業者にとってモデルとなり得る事業の確保が困難となり、

また、当該モデル事業を全国の中小企業・小規模事業者に対して普及することにも著しい支障が生じる。

　さらに、平成２５年度の本事業の認定件数は全国で１１８件あり、約２/３の都道府県は案件が２件以下（そ

のうち６県が０件）にとどまり、本事業を自治体に移譲して行うことは、行政効率の観点からも著しく非効率で

ある。

　以上により、本事業は、引き続き国が事業計画の認定と補助金の採択を行うことが効率的であり、適当で

ある。

各府省からの第１次回答

　それぞれの地域資源を活用するという事業の性格上，全国的な視点でモデル的に普及・啓発を図っていく

というより，地域での差別化・優越性を図ることが重要である。一定のレベルの確保が必要としても，国が運

用指針等を示すこと，都道府県間の情報共有の仕組みを構築することにより担保可能と考える。

　地域の実情や課題に詳しい都道府県が実施することで，創意工夫による掘り起しが期待され，非効率の懸

念は解消されると考える。

　なお，現在の制度スキームにおいて，都道府県が地域産業資源を指定するとともに，計画認定申請に意見

を付すこととされており，都道府県の知見の活用が図られていること，平成26年行政事業レビューにおいて

「他の事業との連携統合や自治体施策へ一任を検討すべき」とされたことを踏まえれば，平成27年度からの

実施が検討されている「ふるさと名物応援事業」においても，都道府県が主体的役割を担えるような制度設

計が必要と考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

・地域産業資源活用への支援は、都道府県の関与を強化して地域の実情を適切に反映するとともに、都道

府県が実施する事業と適切に連携することによって、より効果を上げることができる。都道府県が実施する

地域産業資源活用に係る事業の創出に関する事業との連携を図り効果を最大限に発揮する観点から問題

があるため、自由度をできるだけ高めた上で、都道府県を実施主体にするか、都道府県に交付すること。

○　９月３日（水）のヒアリングで説明のあった「国が計画の認定権限を持って広域的な判断をすることによる

成功例」を示していただきたい。また、その時点で「調整中」とのことであった改正法案における都道府県の

関与・位置付けについてお示しいただきたい。

○　地域産業資源の指定については都道府県が行うにもかかわらず、その活用に係る計画認定は国が行

い、都道府県の関与については法律上の位置付けが弱いので、都道府県が実務上も関与しにくいという実

情がある。

　　そのため、運用改善を行った上で、都道府県がより主体的に取り組めるような制度改正を検討すべきで

あるが、この場合何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 C　対応不可

【国が行う必要性】

・中小企業の景気回復の遅れという足元の景況に加え、少子高齢化と人口減少社会の到来やグローバル競

争の激化等、地域経済循環の構造変化に的確に対応するため、地域産業資源を活用した中小企業等の事

業活動を支援することにより、地域経済の活性化を通じて我が国経済の安定的かつ持続的な成長を達成す

るという国家戦略的な目的で本法は制定されたもの。

・人口減少により地方が消滅の危機に瀕している危機意識の下、「地方の活性化が成長戦略の最大の柱」と

して、「まち、ひと、しごと創生本部」を創設し、国を挙げて地域再生に取り組もうとしている中、本法による地

域産業資源活用事業の促進については、一層強力かつ加速的に推進していくことが求められている。

・このような状況にあって、国家的課題でもある本法の目的（地域産業資源活用事業の促進により、地域経

済の活性化を通じた我が国経済の持続的成長）を達成するためには、域外需要を取り込み、地域経済への

波及効果が期待できるモデル的事業を、全国レベルで選定し、広く全国に周知、普及を図ることが必要。そ

のため、国が、都道府県の意見を聴くことで、地域の実情に配慮しつつ、全国的視点で事業の認定を行う現

行の仕組みを引き続き維持することが必要。

・なお、地域産業資源は多様であり、それぞれが各地に偏在しているため、国が一律に指定するのではなく、

地域の実態に知見を有する都道府県がこれを行うこととしている。

【運用改善】

・提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点として挙げられている、都道府県の実務上の関

与について、上記「中小企業応援ファンド」にて都道府県が支援した案件を積極的に法認定に繋げるため、

活用事業の策定段階から都道府県が積極的に関与し、意見が反映されるような仕組みの構築、補助金の採

択に当たり都道府県の関与案件への配慮等運用改善を検討する。

各府省からの第２次回答

62



国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

都市計画法第十五条第一項では，広域の見地から決定すべき都市施設等に関する都市計画は，都道府県

が定めるよう規定されている。さらに，都市計画法施行令第九条第二項では，この都市施設等の中に一般国

道と都道府県道（道路法第三条）を掲げている。つまり，都市計画道路のうち，一部が一般国道または都道

府県道になっている市町村道において，一部を変更しようとする場合，市町村ではなく，都道府県にその決

定の権限がある。そこで本提案では，この場合について，市町村が決定できるよう都市計画法施行令の改正

を求める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

都市計画道路のうち，一部が一般国道または都道府県道になっている市町村道にかかる計画を変更する際

には，都道府県が定めた都市計画の変更を行うことになる。この場合，市町村の内部協議や都市計画審議

会において議論が交わされた後，都道府県における内部協議や都道府県都市計画審議会を経て，都市計

画の変更が決定される。このため，都市計画の変更（事業の着手）までに長期間を要する。市町村に権限が

移譲されれば，各市町村設置の都市計画審議会を経ることによって都市計画の変更を決定することができ

る。したがって，都市計画の変更までの期間（事業着手までの期間）を短縮できるほか，それぞれの地域の

実情に速やかに対応した変更が可能となる。（参考）都市計画変更に係る所要時間・・・北海道の場合は１１

か月程度，函館市の場合は４か月程度。

【事例】

交通事故防止のため市道部分の交差点を改良する都市計画道路の変更（縮小変更）をしようとしたが，当該

都市計画道路において縮小地点とは約３㎞離れた地点で道道を含んでいるため道決定となった。また，約

５０年にわたって事業未着手であった都市計画道路について，長期未着手都市計画道路の見直方針に基づ

き市道である都市計画道路の一部区間を廃止しようとしたが，当該都市計画道路において廃止地点とは約

２㎞離れた地点で国道及び道道を含んでいるため国同意を要する道決定となった。

【懸念に対する方策等】

権限移譲により市町村と都道府県の都市計画に不整合が生じるのではないかという懸念については，両者

間では従来必ず情報交換が図られ，必要な調整が行われてきたことから，防止できると考える。また，本提

案は，平成２５年６月１４日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針」の「地方は，インフラ機能の集約・減

量化を反映するよう都市計画を見直す」という事項と関連していると考える。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

一部が一般国道または都道府県道になっている市町村道にかかる都市計画決定権限の市町村

への移譲

提案団体 函館市

管理番号 601

根拠法令等

都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第９条第２項第１号イ

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

一本の道路で都道府県道及び市町村道が複合するなどの場合には、都市計画決定権者が乱立することを

防ぐ観点及び路線全体の都市計画上の性質に鑑みて、より上位の道路について決定権を有する都道府県

が定めることが適切であり、一般国道及び都道府県道については、一の市町村の区域を超える広域的な

ネットワークを形成する施設であることから、一般国道又は都道府県道に関する都市計画は都道府県が定

めることとされているところ。また、都道府県が定めた都市計画の一部を市町村が変更することは認められ

ない。

各府省からの第１次回答

　本提案は，国道または都道府県道（以下「国道等」）と市町村道で構成される一本の都市計画道路の決定

の主体を都道府県から市町村に移譲するよう求めるのではなく，市町村道部分について変更しようとする場

合に限り，市町村に移譲するよう求めるものである。市町村道は実情を最もよく把握している管理者たる市

町村が変更を行う方が効率的で，国道等を含まない一部区間を変更する場合は市町村が都市計画を変更

すべきである。都道府県が定めた都市計画道路を市町村が変更したとしても，都市計画法に規定されている

都道府県との協議等により調整が十分に行われ問題は生じない。

　都市再生特別措置法第５１条第１項には，都道府県が決定した都市計画を市町村が変更することについ

て，一定の要件の下で可能とする規定が置かれている。さらに，都道府県が定めた複数の市町村をまたぐ都

市計画道路で国道等を含まないものについては，現在は，変更しようとする都市計画道路の部分が存在す

る市町村がこの都市計画変更を行うものと解される。このように都道府県が決定した都市計画道路を市町村

が変更を行うことについて許容される場合や，一本の都市計画道路について複数の主体が変更する場合が

ある。

　国道等と市町村道とが交差点で接続している場合には，あわせて一本の都市計画道路を構成する場合

と，各々別の都市計画道路として定められている場合があるが，これらを別異に取り扱うことは，不合理であ

る。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

地方分権改革推進委員会第１次勧告を踏まえ、国道、都道府県道になっていない部分に係る都市計画は市

町村決定とするべきである。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　都道府県決定の都市計画を市町村が変更することが認められない理由について、「広域的なネットワー

クを形成するものとして都道府県が一体的に決定した都市計画道路を変更する場合には、程度の差はあっ

ても当該ネットワークの機能に何らかの影響が生じるため」とする指摘については、都市計画法の体系にお

いて、（決定権者に違いはあるものの）「軽易な変更」という考え方も存在することから、変更によって生じる影

響が比較的小さいと考えられる場合を類型化し、そうした場合に限って市町村が変更することを認めるべき

であるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

＜変更によって生じる影響が比較的小さいと考えられる場合の例（主に都市計画道路）＞

・市の都市計画決定の変更により当然に補正が必要となる場合

・交通量の変化をもたらす可能性が低いと考えられる変更を行う場合

・当該都市計画道路に重大な影響を及ぼす恐れのない変更を行う場合

○　「決定主体（都道府県）が関知しないところで変更される事態を防ぐため、決定主体と変更主体を別とす

ることはできない」との指摘については、市町村が都市計画を変更するに当たって都道府県との（同意）協議

を行うことにより、必要な調整は十分図られることから、上記の懸念は当たらず、市町村が変更することを認

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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めるべきではないか。

○　決定主体と変更主体が異なる法体系として、都市再生特別措置法などの例もある。また、平成19年改正

道路法により、当該市町村の区域内に存する国道又は都道府県道に係る歩道の新設、改築、維持又は修

繕等について、都道府県の同意協議を経て、都道府県に代わって市町村が行うことができるとされている。

こうした例を参考にしつつ、柔軟で効率的な都市計画の変更が可能となるよう、制度を見直すべきではない

か。

○　なお、「（函館市のようなケースにおいて）起終点を変更することにより対応してはどうか」との指摘につい

ては、そのためにむしろ多大な時間と労力を要するとともに、提案主体からは、一体の都市計画道路として

決定されたものを、事務の効率化のみを理由に変更することは困難であるとの意見が出されており、実態と

して対応が難しいのではないか。

(○　なお、都道府県が行っていた変更を市町村が実施可能となった場合のメリットとしては、市町村の個別

の案件に応じて都市計画審議会が開催可能となることによる手続期間の短縮や、都道府県との事前協議に

係る事務負担の減などが想定され、ひいては、事故危険箇所の改良など地域住民のニーズに迅速な対応が

可能となると考えられる。)

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

都市計画の決定主体は、都市計画法において、国道・都道府県道については都道府県が、市町村道につい

ては市町村が決定するとされているのみであり、都道府県道と市町村道を一つの都市計画道路として決定

する場合の決定主体については法令に定めがないところである。

　これまでは、上位の道路について決定権限を有する都道府県が決定するよう運用してきたところであるが、

提案のような事案について合理的な対応ができるよう、運用実態や地方公共団体の意向を調査し、その結

果等を踏まえて、運用方法を検討する。

各府省からの第２次回答
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提案団体（函館市）からの意見（補足資料） 
 

１ 提案趣旨の整理について 

 本提案は，国道または都道府県道および市町村道とで構成される一本の都市

計画道路の決定の主体を都道府県から市町村に移譲するよう求めるものではな

い。あくまで，国道または都道府県道および市町村道とで構成される一本の都

市計画道路として，都道府県により決定されたものについて，そのうちの市町

村道たる都市計画道路の一部について変更しようとする場合に限り，主体を都

道府県から市町村に移譲するよう求めているものである。 

 第１次回答では，「都道府県が定めた都市計画の一部を市町村が変更すること

は認められない」とあった。しかし，市町村道については，その管理者たる市

町村がその実情を最もよく把握している。よって，市町村道たる都市計画道路

の一部については，市町村が変更を行う方が効率的である。したがって，国道

または都道府県および市町村道とで構成される都道府県道について，国道また

は都道府県道を含まない一部区間について変更する場合は市町村が都市計画を

変更すべきであると考える。 

 

２ 第１次回答において指摘のあった点について 

・ 都市計画決定主体と都市計画変更主体が異なることについて 

 都市計画道路を市町村が変更するにあたっては，都市計画法第２１条第２項

において準用する同法第１９条第３項に基づく都道府県との協議（町村にあっ

ては加えて都道府県の同意）が行われる。よって，都道府県が定めた都市計画

道路を市町村が変更するにあたって，都道府県との必要な調整は十分に行われ

ると考える。したがって，都道府県が定めた都市計画道路について，市町村が

変更を行ったとしても，何ら問題は生じないものと考える。 

 都市再生特別措置法第５１条第１項には，都道府県が決定した都市計画を市

町村が変更することについて，ある一定の要件の下で可能とする規定が置かれ

ている。さらに，地方分権一括法（平成１１年）以前に決定された一定幅員以

上（当市にあっては幅員１６メートル以上）の都市計画道路または第２次一括

法（平成２４年）以前に決定された４車線以上の都市計画道路であって，国道

または都道府県道を含まずに複数の市町村をまたぐものは，都道府県が決定も

しくは変更を行っていた。ところが，このような都市計画道路については，現

在，都道府県が定めるべき都市計画が列挙されている都市計画法第１５条第１

項各号に規定されていない以上，変更にかかる都市計画道路の部分が存する市

町村がこの変更を行うものと解される。この場合，国道または都道府県道を含

まない一本の都市計画道路であっても，その存する市町村によって，都市計画

変更を行う者たる市町村が異なることとなる。このように，現行制度下におい

ても，都道府県が決定した都市計画道路について市町村が変更を行うことが許

容される場合がある。また，一本の都市計画道路について，必ずしも一の主体

が都市計画を定めるものとなっておらず複数の者がこれを定める場合がある。 

 

・ 路線全体の都市計画上の性質等に関して 

 都市計画区域においては，複数の都市計画道路が定められ，もって都市計画

道路網が形成されている。ところで，この場合，次の２ケースが考えられる。 
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 【ケース２】の場合，この市町村道たる都市計画道路を変更することによっ

て，交差点などにより接続している国道または都道府県道に交通量その他の影

響が生じる場合がある。しかし，都市計画法に基づく都道府県との協議（町村

にあっては加えて都道府県の同意）によって，国道または都道府県道たる都市

計画道路を定めた都道府県と必要な調整が十分に行われ，もって広域的な道路

網との整合等が図られているものと考える。一方，【ケース１】の場合において，

市町村道たる都市計画道路の一部区間を変更しようとする場合は，【ケース２】

と比較して必ずしも広域的な，交通量その他の影響が生じる場合であるとはい

えない。影響の大小は，当該変更しようとする都市計画道路たる市町村道の幅

員，車線数，交差点の状況，都市計画道路網における位置づけ等に影響される

ものであって，【ケース１】のように一本の都市計画道路であるか，【ケース２】

のように別の都市計画道路であるかは関係しないものと考える。にもかかわら

ず，【ケース１】の場合について，市町村が変更できないのは不合理であると考

える。 

 また，一本の都市計画道路について，国道または都道府県道および市町村道

をどのように組み合わせ，または分離して都市計画道路を定め，結果，都市計

画道路網を形成すべきかについては，都市計画運用指針において基本的な考え

方が示されているものの，具体的な基準が存在しない。そのため，【ケース２】

の場合において，当該都市計画道路を分割し，市町村道たる都市計画道路の部

分を別の路線とするような都市計画の変更も可能であると考える。ところが，

このような都市計画道路を分割するような都市計画の変更を行った後において

は，当該別の路線となった市町村道たる都市計画道路は，当然に市町村が変更

することとなる。にもかかわらず，【ケース１】の場合と比較して，【ケース２】

の場合の市町村道たる都市計画道路の部分については，都道府県が変更するも

のとすることは不合理であると考える。 

 なお，都道府県道の意義は道路法第７条第１項各号に規定されているところ，

必ずしも一の市町村の区域を越えて存するものとされていない。現に当市にお

いては，当市の区域内においてのみ存し他市町村の区域に跨がって存しない道

道が１４路線存在し，その１４路線のうち一部または全部が都市計画道路とな

っているものが，１０路線となっている。 

ケース１： 国道または都道府県道と市町村道とが交差点などに

より接続しており国道または都道府県道と市町村道と

が一本の都市計画道路を構成している場合 

ケース２： 国道または都道府県道と市町村道とがそれぞれ別の

都市計画道路として定められている場合 
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

都市計画法第１９条第３項において都市計画の決定にあっては、市は協議しなければならないとあり、町村

においては都道府県知事の同意を得ることとなっていることから、町村における知事同意の廃止を求めるも

のである。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

都市計画法第１９条第３項において都市計画の決定にあっては、町村は都道府県知事の同意（市は協議）を

得ることとされている。

都市計画法第１９条第３項は、平成２３年のいわゆる「一括法」に基づき改正されたが、市や町村が同様の行

政課題や地域の諸問題に取り組む中で、一括法の目的が「地域の自主性の強化や自由度の拡大」を図るも

のであるにもかかわらず、一律に町村のみ除外され同意が必要とされている。

本町は、町域が小さい（１９．０２ｋ㎡）ことから人口規模は、２１,４７９人（５月１日現在）であるが首都圏近郊

整備地帯に属し、昭和４２年に都市計画区域（区域区分は昭和４５年）となり、これまで、都市計画道路、下水

道及び土地区画整理など各種都市計画事業を行い、都市計画に関わる行政経験は十分あり、適切な判断

を行うことが可能である。

※（全国には本町より人口規模の小さな市が２４ある。）

これらのことから、本町の自主性を高め、併せて効率的なまちづくりを進めるため、町村の都市計画の決定

に関する都道府県知事の同意の廃止を提案するものである。

【具体的な支障事例】

現在、民間活力の活用も見据えた町独自の地区計画の導入を検討しているが、現行では、県作成の地区計

画策定に関するガイドラインにおいて全県的に統一した運用が求められていることなどから、町独自の立地

特性を活かした都市計画決定が難しくなっている。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止

提案団体 酒々井町

管理番号 68

根拠法令等

都市計画法第１９条第３項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

本提案は、すでに過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」（平成25年３月12日閣議決定）、

「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出てい

ると承知している。

なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下のとおりと考える。

市町村が定める都市計画については、広域調整及び都道府県決定の都市計画との適合を図る観点から、

都道府県知事が「同意」という拒否権を留保した形で協議を行うこととされてきたところ。

この点、市が行う都市計画については、都市計画制度における累次の分権化により市町村が定める都市計

画権限・件数が大幅に増加しており、さらに、町村と比較しても市は都市計画に関する執行体制、経験等が

充実していること等を踏まえ、都道府県知事との協議における同意を不要とするため、「地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。第

１次分権一括法。）において措置したところであり、町村においては引き続き同意を要する協議を存置すべき

（地方分権委員会第３次勧告においても、存置を許容するとの結論が得られているものである）。

各府省からの第１次回答

地方分権改革の目指すべき方向性は、地方の活力を高め、強い地方を創出することにあるが、そのために

は、地方がさまざまな行政分野で独自の施策を展開して地方の魅力を引き出しつつ、民主導の地域再生を

実現することで、初めてそれが可能となることは言を俟たない。

しかしながら、「まちづくり」の分野において、当町は、県のマスタープラン（整備・開発・保全の方針）におい

て、佐倉都市計画として隣接する佐倉市と一体として取り扱われているにもかかわらず、酒々井町だけが同

意を必要とされていることで、自由度や独自性を発揮することが難しい状況にある。

平成７年に旧地方分権推進法が制定されて以来、国・地方を挙げた地方分権の取組みにより、基礎自治体

の体制整備は進んできており、いまだ市と町村で異なる取扱いが存在することに合理性は認められないこと

から、市同様に町村も一律に協議とすることを要望したい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

全国町村会の提案を踏まえ、町村の都市計画決定に関する都道府県の同意は不要とし、協議を要するのみ

とするべきである。

【全国町村会】

今回の所管省からの回答は過去の勧告で結論が出ているので「対応不可」というものだが、今回の「提案募

集方式」の趣旨は委員会勧告に替わる新たな手法として、地方の発意に根ざした取り組みを推進し、地方分

権改革に関する提案を広く募集してその実現に向けて検討を行うというものであり、こうした趣旨を踏まえら

れ、提案どおり前向きな検討をお願いしたい。

○　全国町村会が同意の廃止を求め、全国知事会も特段問題はないとの見解を示している。また、市と町村

の比較において、人口規模で市を上回る町村が存在するほか、人口当たりの職員数（都市計画担当職員

数）でみた場合など、町村の事務処理体制は市と比較しても遜色ないものと言える。さらに、事務処理特例制

度を活用して開発許可権限の移譲を受けている町村も着実に増加している。

　　こうしたことから、町村の都市計画決定に係る都道府県の同意は廃止すべきであるが、この場合に何か

具体的な支障はあるのか。

○　地方分権改革推進委員会の第１次勧告では、市町村合併が進行中であったことなどから、町村の体制

が落ち着くまでは市と町村を区別するとして、いわば暫定的な扱いとして勧告がなされたものと認識してい

る。第１次勧告当時と比較して、市町村合併が一段落するとともに、今般の地方自治法改正により、自治体

間連携の新たな仕組みが設けられるなど、状況の変化が見られたことからも、制度を見直すべきではない

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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か。

○　提案を踏まえ、まずは町村における都市計画に関する実態を把握するとのことであったが、年末の閣議

決定までに結論を得るべく、早急に行うべきであるが、いかがか。

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

平成23年の地方分権一括法施行後の、町村の都市計画制度運用の経験、能力、執行体制等がどの程度変

化しているか等について調査し、その結果等を踏まえて検討する。

各府省からの第２次回答
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

町村が都市計画を決定する場合の都道府県知事の同意を不要とする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度の現状】

「市町村」が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なけれ

ばならなかったが、第１次一括法の義務付け・枠付けの改正により、都道府県知事の同意については、「町

村」のみ必要であるとされ、「市」と「町村」で都道府県の関与に差が生じている。

【制度改正の必要性】

首都圏等に位置し、都市計画に関わる行政経験も十分ある町村や人口規模において市よりも大きい町村が

ある中で、町村が一律に執行体制、経験等が不足しているとの理由から同意が必要との考え方は合理性が

ない。

都市計画は、それぞれ市町村単位で行われるが、行政区域を越えた広域的な土地利用など、隣接する市と

町村が連携した「まちづくり」を進めるためにも、都道府県への事務の扱いは「協議」に一本化すべきである。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止

提案団体 全国町村会

管理番号 970

根拠法令等

都市計画法第19条第3項(市町村の都市計画の決定）

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

42
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回答区分 C　対応不可

本提案は、すでに過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」（平成25年３月12日閣議決定）、

「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出てい

ると承知している。

なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下のとおりと考える。

市町村が定める都市計画については、広域調整及び都道府県決定の都市計画との適合を図る観点から、

都道府県知事が「同意」という拒否権を留保した形で協議を行うこととされてきたところ。

この点、市が行う都市計画については、都市計画制度における累次の分権化により市町村が定める都市計

画権限・件数が大幅に増加しており、さらに、町村と比較しても市は都市計画に関する執行体制、経験等が

充実していること等を踏まえ、都道府県知事との協議における同意を不要とするため、「地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。第

１次分権一括法。）において措置したところであり、町村においては引き続き同意を要する協議を存置すべき

（地方分権委員会第３次勧告においても、存置を許容するとの結論が得られているものである）。

各府省からの第１次回答

首都圏等に位置し、都市計画に関わる行政経験も十分ある町村や人口規模において市よりも大きい町村が

ある中で、町村が一律に執行体制、経験等が不足しているとの理由から同意が必要との考え方は合理性が

ない。

都市計画は、それぞれ市町村単位で行われるが、行政区域を越えた広域的な土地利用など、隣接する市と

町村が連携した「まちづくり」を進めるためにも、都道府県への事務の扱いは「協議」に一本化すべきである。

今回の所管省からの回答は過去の勧告で結論が出ているので「対応不可」というものだが、今回の「提案募

集方式」の趣旨は委員会勧告に替わる新たな手法として、地方の発意に根ざした取り組みを推進し、地方分

権改革に関する提案を広く募集してその実現に向けて検討を行うというものであり、こうした趣旨を踏まえら

れ、提案どおり前向きな検討をお願いしたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

全国町村会の提案を踏まえ、町村の都市計画決定に関する都道府県の同意は不要とし、協議を要するのみ

とするべきである。

【全国町村会】

今回の所管省からの回答は過去の勧告で結論が出ているので「対応不可」というものだが、今回の「提案募

集方式」の趣旨は委員会勧告に替わる新たな手法として、地方の発意に根ざした取り組みを推進し、地方分

権改革に関する提案を広く募集してその実現に向けて検討を行うというものであり、こうした趣旨を踏まえら

れ、提案どおり前向きな検討をお願いしたい。

○　全国町村会が同意の廃止を求め、全国知事会も特段問題はないとの見解を示している。また、市と町村

の比較において、人口規模で市を上回る町村が存在するほか、人口当たりの職員数（都市計画担当職員

数）でみた場合など、町村の事務処理体制は市と比較しても遜色ないものと言える。さらに、事務処理特例制

度を活用して開発許可権限の移譲を受けている町村も着実に増加している。

　　こうしたことから、町村の都市計画決定に係る都道府県の同意は廃止すべきであるが、この場合に何か

具体的な支障はあるのか。

○　地方分権改革推進委員会の第１次勧告では、市町村合併が進行中であったことなどから、町村の体制

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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が落ち着くまでは市と町村を区別するとして、いわば暫定的な扱いとして勧告がなされたものと認識してい

る。第１次勧告当時と比較して、市町村合併が一段落するとともに、今般の地方自治法改正により、自治体

間連携の新たな仕組みが設けられるなど、状況の変化が見られたことからも、制度を見直すべきではない

か。

○　提案を踏まえ、まずは町村における都市計画に関する実態を把握するとのことであったが、年末の閣議

決定までに結論を得るべく、早急に行うべきであるが、いかがか。

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

平成23年の地方分権一括法施行後の、町村の都市計画制度運用の経験、能力、執行体制等がどの程度変

化しているか等について調査し、その結果等を踏まえて検討する。

各府省からの第２次回答
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

開発行為における公園の設置については、都市計画法施行令第25条において開発区域の規模に応じて基

準が定められているが、全国で一律的な設置基準であることから技術的細目の内容を条例委任する。

また、開発許可の技術的細目に関して定める条例の自由度の拡大を図るため、条例の制定範囲を極めて限

定的に定めている都市計画法施行令第29条の２を廃止もしくは「参酌すべき基準」とするよう提案する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の経緯】

都市計画法第29条に基づく開発許可に関する事務は、地方分権一括法の施行により、従来の機関委任事

務から自治事務となり、地方自治体の実情に応じて当該事務を処理することができるようになった。特に、開

発許可の技術的細目については、土地利用に影響が大きいことから、地域の特性に応じるべく、平成12年に

都市計画法第33条第３項により条例による制限の強化、緩和が追加して設けられているが、同時に都市計

画法施行令第29条の２により条例制定に関する基準も設けられている。

【支障事例】

公園については、都市計画法施行令25条第１項第６号で、公園の設置基準に係る開発区域面積を0.3ヘク

タール以上と規定されていることによって、本市では0.3ヘクタールを下回る小規模な分割型開発行為が主流

となり、公園の提供がなされない等の弊害を生じている。

【制度改正の必要性】

開発許可基準について、技術的細目における政省令を撤廃し、条例委任されることにより、市民のニーズに

あった公共施設等の整備に誘導するためのツールとして条例を活用することが可能となる。

【懸念の解消策】

地域の特性に応じた条例とするため、客観的根拠を収集するとともに市民のニーズを把握し、近隣の自治体

と調整を図る必要がある。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

開発許可の技術的細目に関して定める条例の自由度の拡大

提案団体 川崎市

管理番号 665

根拠法令等

都市計画法第33条

都市計画法施行令第25条

都市計画法施行令第29条の２

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

3
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回答区分 C　対応不可

都市計画法第33条及び同施行令第29条の２においては、一定の宅地水準を確保しつつ、宅地開発を行う者

に対する公園等設置義務という負担が許容される最低限度の面積等を全国一律に定めているところであ

る。

したがって、同令第29条の２を削除又は「参酌すべき基準」とすることは困難である。

各府省からの第１次回答

　都市計画法第33条及び同施行令第29条の2において、宅地水準及び宅地開発を行う者に対する公園等設

置義務という負担が許容される最低限度等の面積等を全国一律に定めているとしているが、本市は首都圏

に位置しており地価が相対的に高価であることから、法のねらいに反して、同法施行令第25条第6号で定め

られている0.3ヘクタールという全国一律の基準値は、宅地開発を行う者は受け入れずに、同基準値を下回

る小規模な開発行為が主流となっている現状である。

　本市の提案の趣旨としては、宅地水準の確保を否定するものではなく、都市計画法で全国一律に定められ

ている基準値を条例に委任することにより、地域特性により様々である宅地水準を反映することができ、また

より質の高い公共施設を備えた開発行為へ誘導を図ろうとするものである。

　よって、こうした基準値については、自治体がそれぞれの責任と判断で柔軟に行えるよう見直しを求める。

　もし、技術的細目全体の条例委任が困難である場合には、少なくとも、公園等設置義務の対象となる開発

区域の面積について地域の実情等を勘案した運用が行えるようにすべきである。

　なお、開発区域の面積に対する道路の設置基準を定めた同施行令第25条第3号については、同法施行令

第29条の２第１項第3号により対象となる開発区域の面積そのものを条例に委任することができるとされてお

り、公園等設置義務についても同様と考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

開発許可の技術的細目については、地方分権改革推進委員会第2次勧告の趣旨を踏まえ、条例に委任する

又は条例により補正を許容するべきである。

【全国市長会】

公園整備の効果等にも着目し、提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　「開発事業者の予見可能性の担保と地域の実情に応じたまちづくりの実施との均衡を図った結果、技術

的細目が定められた」との指摘については、地方公共団体が地域の実情に応じて議会の議決を経て「条例」

で技術的細目を定めた場合には、開発事業者の予見可能性は確保される上、よりきめ細やかなまちづくりが

可能となると考えられる。こうしたことから、開発許可の技術的細目に係る条例の自由度を拡大すべきである

が、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　「開発許可の技術的細目は、適合しない場合には開発許可はなされないという極めて影響が大きなもの

であることから、技術的細目に規定された開発事業者への義務付けの最低基準は法律で定める必要があ

る」との指摘については、地域によって誘導すべき開発行為の姿が様々であることに鑑みれば、地方公共団

体が自己の責任において当該基準を設定可能とすべきではないか。

　　その際に、法律で「参酌すべき基準」を定めることとすれば、地方公共団体は参酌する行為を行ったかど

うかについて説明責任を負い、参酌する行為を行わなかった場合は違法となるため、開発事業者に対し過度

な義務付けが行われる事態は回避できると考えられるが、いかがか。

○　宅地開発を行う者に対する負担という点では、開発面積に対する公園面積の割合も、対象となる開発面

積そのものの規定も同様である。したがって、技術的細目全体の条例委任が困難である場合には、少なくと

も、公園等設置義務の対象となる開発面積について、地域の実情等を勘案した運用が行えるよう、見直すべ

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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きであるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　開発面積に対する道路の設置基準を定めた都市計画法施行令第25条第３号については、同法施行令

第29条の２第１項第３号により対象となる開発面積そのものを条例で制限を強化することができるとされてい

るが、公園等設置義務に関して、対象となる開発面積の下限に一定の幅を持たせることについて、何か具体

的な支障はあるのか。

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

開発許可の技術基準は、市街地における良好な宅地水準を確保する等の目的から、全国的に確保すべき

最低限の基準としている。このうち公共施設の整備については、本来地方公共団体が整備すべき公園等に

ついて、開発区域内の居住者が主に利用する必要最小限の施設に限って、事業者に設置を義務付けるもの

である。

　したがって、個別の条例の定め方によっては、最低限度の宅地水準の確保が困難となったり、事業者に対

する過度な負担となったりするおそれがある参酌基準とすることは困難である。

　公園等設置の義務付けの範囲について、開発面積に対する公園等の面積割合は、都市公園法体系で地

方公共団体が都市公園を整備すべきレベルの範囲内で、原則３％以上としている。これを基に、

・義務付け対象の開発面積は、事業者にとって過度な負担とならない

（例えば、わずか数戸の住宅開発に設置を課するのは行き過ぎとなる）

・整備される公園等面積は、良好な都市環境の維持、防災等の機能の確保や、管理事務の効率性等の要請

から、一定の規模を確保する必要がある

等の要請を総合的に勘案して、開発行為に求めうる最低限の基準として、0.3haの要件は定められているも

のである。

 しかしながら、今回の提案を受け、また、地方公共団体からは開発行為により整備される公園が小規模な場

合に管理負担が大きい等の声もあることから、運用実態・地方公共団体及び開発事業者の意向等を調査

し、その結果等を踏まえ、公園設置を義務付ける下限面積の条例委任を含め、見直しを検討する。

各府省からの第２次回答
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

現在、都道府県及び指定都市、中核市及び特例市のみに設置が認められている開発審査会について、希

望する市町村については、開発許可権限の移譲を可能とするとともに、開発審査会を設置できることとする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

都道府県開発審査会の判断が地域の実情に即していないこと、当道府県開発審査会との調整事務及び開

発審査会での決定までの期間が長期化していることが市町の円滑かつ迅速な土地利用の妨げとなってい

る。

【具体的な支障事例】

基準・運用の差異

都道府県開発審査会の基準・運用が地域の実情に即していないため、開発審査会を設置している市の基

準・運用と差異があり、許可できる案件に差ができている。

都道府県開発審査会との調整事務

事前協議から承認までに相当な期間を要するため、円滑かつ迅速な土地利用の妨げとなっている。

【制度改正による効果】

企業・人口流出の抑制

地域の実情に即した開発審査会の基準・運用により、企業や人口の流出に歯止めを掛けることが期待でき

る。

事務処理期間の短縮

市町村と都道府県との調整が不要となり事務処理期間が短縮され、円滑な土地利用を図ることができる。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

開発行為の許可権限の希望する市町村への移譲

提案団体 磐田市

管理番号 210

根拠法令等

都市計画法第29条第1項、第34条第1項第14号、第78条第1項、第3項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

41
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回答区分 D　現行規定により対応可能

本提案は、既に過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」（平成25年３月12日閣議決定）、

「地域主権戦略大綱」（平成22年６月22日閣議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出ていると承

知している。

なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下の通りと考える。

開発審査会については、都市計画法上開発許可権限を有する指定都市等に設置することとされており、開

発許可権限を有しないそれ以外の市に、開発審査会の設置権限を移譲することは困難である。

なお、第186回国会成立「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」（平成26年５月21日公布、同年８

月１日施行）において立地適正化計画制度を創設し、市町村が立地適正化計画を作成し都市計画に居住調

整地域を定めた場合において、当該市町村に開発許可関係事務権限及び開発審査会の設置権限を移譲す

ることができることとしたところであり、当該制度の活用を検討されたい。

各府省からの第１次回答

都市計画法上、開発許可権限を有する市には開発審査会が設置されているが、事務処理特例制度により開

発許可権限を有する市は開発審査会を設置できないというのは、どちらも実質的には同様の権限を有してい

ることを鑑みると均衡を欠いていると思われる。設置を希望する市には権限を法定移譲し、開発審査会の設

置を可能とする道筋は検討できないか。

本提案は、市街化調整区域における住宅整備を限定としない開発許可についてのものであり、市街化区域

および住宅整備に特化された立地適正化計画制度の活用は困難である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

事務処理特例により、開発行為の許可権限が市町村に移譲された場合には、市町村において開発審査会を

設置することができるようにするべきである。なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となって

いるが、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。

【全国市長会】

提案に賛同する。

市への移譲については、事務処理特例条例による移譲ではなく、法律に基づいた手挙げ方式による移譲を

求める。

なお、国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体と

の間で十分確認を行うべきである。

○　「開発許可は都市計画に係る事務処理能力を勘案して特例市まで移譲されたものであり、一般市に移譲

することは困難」との指摘については、手挙げ方式という新しい制度を活用して、都市計画に係る体制等の

面で、特例市と遜色ない一般市には開発許可権限を移譲し、開発審査会を設置可能とすべきであるが、この

場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　開発許可処分の公正性等を審議するために当該処分を行う団体の附属機関として設置される開発審査

会が、都市計画法上開発許可権限を有する市には設置されている一方、事務処理特例制度によって開発許

可権限を有する市には設置できないというのは、どちらも実質的には同様の権限を有するのであることに鑑

みると、均衡を欠いているのではないか。

　　現行の都市計画法でも、法第33条第６項において、事務処理特例制度により権限移譲を受けた市町村を

指定都市等に準じて取り扱っていることからも、事務処理特例制度を活用して開発許可権限を有する市に

も、開発審査会の設置を認めるべきであるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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○　改正都市再生特別措置法に基づく対応については、市街化区域の設定が狭く、市街化区域内における

居住地域を絞り込めるようなエリアが存在しない団体では、活用が困難である。同法が活用可能な市町村以

外についても、独自のまちづくりも推進することができるよう、提案を実現すべきではないか。

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

提案を踏まえ、事務処理特例条例により、開発許可に関する事務及び都道府県の開発審査会へ付議する

事務を処理することとされた市町村については、それらの事務をより主体的かつ円滑に行うことができるよう

運用を見直す。

　具体的には、当該市町村の案件に係る事務を地域の実情に応じて、効率的かつ円滑に処理する観点か

ら、

・都道府県開発審査会の開催事務（日程調整、案件説明等）を特段の支障（開催経費、都道府県又は他市

町村の案件付議との調整等）がない限り、当該市町村自らが行うことができること

・開発審査会に付議するか否かの判断の目安を示した提案基準は、都道府県だけでなく事務処理市町村が

主体的に作成することができること

等を明らかにする技術的助言を発出することについて、運用実態、都道府県の意向等を調査し、その結果等

を踏まえ検討する。

各府省からの第２次回答
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

都市計画法第２９条第1項の規定に基づく都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為の許可権

限を希望する市町村に移譲する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正を求める理由】

今回の法改正を希望する具体的理由として、本市のまちづくりを具現化する視点から、開発行為許可基準を

県内一律ではなく、市独自で定める権限が必要と考えているからである。

【制度改正の必要性】

現在、開発行為許可基準のうち技術的なものは、都市計画法施行令第２５条に規定する技術的細目の範囲

内で、大分県においては「運用基準」により詳細を規定している。開発行為の許可にあたっては、当該運用基

準に基づき様々な権限が担保されているが、事務処理特例条例により開発行為許可権限が市に移譲された

場合であっても、開発行為許可基準（特に技術的基準）について、当該運用基準とは異なるところの市独自

の基準を設定できることまでは担保されていない。これでは単なる県下統一基準に基づく審査機関となる蓋

然性が高く、独自のまちづくりを行う上で足かせとなる。

以上のことから、事務処理特例条例による許可権限の移譲ではなく、法に基づく権限の付与を求めるもの。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

開発行為の許可権限の希望する市町村への移譲

提案団体 中津市

管理番号 221

根拠法令等

都市計画法第２９条第1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 D　現行規定により対応可能

現行制度においても、事務処理特例条例により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することと

された市町村については当然に、また、それ以外の市町村については都市計画法第33条第６項の協議・同

意を得て、地域の実情に応じた開発許可の技術的基準の強化又は緩和を行うための条例を定めることが可

能である。

各府省からの第１次回答

御指摘の事務処理特例条例により、当方の目的が達成されることは十分承知しているところであるが、例え

ば、墓地埋葬法において同条例により墓地経営等の許可権限が既に市に移譲されていたにもかかわらず、

一括法により改めて市に当該権限が直接授権された実例もあるところである。

当市としては、開発行為の許可権者を特例市の長まで授権している実態を踏まえ、また、本年６月の地方分

権改革有識者会議による「個性を活かし自立した地方をつくる」、「新たなステージへ地方分権改革の更なる

展開」という提言に際し、都市のグランドデザインに影響する開発行為の許可権限は、手挙げ方式によりや

る気のある基礎自治体に対して法律が直接授権すべきものと考える.

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

都道府県との協議が整った場合には、法律により希望する市町村に移譲できるようにするべきである。な

お、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体との間で

十分確認を行うべきである。

【全国市長会】

市への移譲については、事務処理特例条例による移譲ではなく、法律に基づいた手挙げ方式による移譲を

求める。

なお、国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体と

の間で十分確認を行うべきである。

○　「開発許可は都市計画に係る事務処理能力を勘案して特例市まで移譲されたものであり、一般市に移譲

することは困難」との指摘については、手挙げ方式という新しい制度を活用して、都市計画に係る体制等の

面で、特例市と遜色ない一般市には開発許可権限を移譲し、開発審査会を設置可能とすべきであるが、この

場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　開発許可処分の公正性等を審議するために当該処分を行う団体の附属機関として設置される開発審査

会が、都市計画法上開発許可権限を有する市には設置されている一方、事務処理特例制度によって開発許

可権限を有する市には設置できないというのは、どちらも実質的には同様の権限を有するのであることに鑑

みると、均衡を欠いているのではないか。

　　現行の都市計画法でも、法第33条第６項において、事務処理特例制度により権限移譲を受けた市町村を

指定都市等に準じて取り扱っていることからも、事務処理特例制度を活用して開発許可権限を有する市に

も、開発審査会の設置を認めるべきであるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　改正都市再生特別措置法に基づく対応については、市街化区域の設定が狭く、市街化区域内における

居住地域を絞り込めるようなエリアが存在しない団体では、活用が困難である。同法が活用可能な市町村以

外についても、独自のまちづくりも推進することができるよう、提案を実現すべきではないか。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 D　現行規定により対応可能各府省からの第２次回答
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　現行制度においても、事務処理特例条例により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理すること

とされた市町村については当然に、また、それ以外の市町村については都市計画法第33条第６項の協議・

同意を得て、地域の実情に応じた開発許可の技術的基準の強化又は緩和を行うための条例を定めることが

可能である。

　よって、「開発許可基準を独自に条例で定めたい」という本提案については、開発許可基準を希望する市町

村へ移譲するための制度改正をすることなく実現することが可能であることから、まずは現行制度を活用す

ることを検討されたい。
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国土交通省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

国土交通省

求める措置の具体的内容

都市計画法第29条第1項の規定において、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

（指定都市、中核市又は特例市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては、当該指定都市等の長）の

許可を受けなければならない、としている現行の規定を、都道府県知事（指定都市、中核市又は特例市その

他国土交通大臣が認めた市（以下、「指定都市等」という）の区域内にあっては、当該指定都市の長）の許可

を受けなければならない、と改正する。

（上記に伴い、同法第78条第1項に規定する開発審査会の設置も可能となる。）

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【具体的な支障事例】

　都市計画法第34条第14号の規定により開発審査会へ諮問する場合、都道府県知事の権限に属する事務

処理を移譲された市では開発審査会を設置できないため、県の開発審査会を利用することになる。

  しかし、開発審査会の開催にあたっては県との事前協議、県及び他市の案件との調整等が必要であるな

ど、開催までに4～5か月の期間を要している状況であり、実際、開発審査会への諮問を敬遠し、規模を縮小

して都市計画法第34条第12号による許可を受けるケースが度々あるなど、迅速性が要求される民間の経済

活動を円滑に進めていく上での妨げになっている。

【制度改正の効果】

  希望市において開発審査会を設置することが可能となれば、市単独での日程調整が可能となり、諮問に要

する期間を2カ月程度に短縮できることから、開発審査会の開催回数を増やすことや開催時期についても柔

軟な対応が可能となり、民間の経済活動の活性化にもつながるものである。

　 また、諮問案件は地域特有の課題に起因したものなど、ますます複雑なものとなっており、現状の開発審

査会においても地域の特性、社会経済の発展状況の変化等の事情を総合的に勘案し、個別具体的に検討

されているが、市の実情に精通した審査会委員を選定することにより更なる地域の実情に応じた運用が可能

となる。

【過去の検討経緯】

　過去において類似の提案がなされてはいるが、本市は県内で最も多くの申請件数を処理している実績を踏

まえ、地方分権社会の新たな担い手となる自主性・自立性の高いまちづくりを目指すため、都市計画法上で

の開発許可権限の移譲と開発審査会の設置主体の拡大を組み合わせた提案をするものである。

提案区分 A　権限移譲 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

開発行為の許可権限の希望する市への移譲

提案団体 東広島市

管理番号 429

根拠法令等

都市計画法第29条第1項、第78条第1項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 D　現行規定により対応可能

本提案は、既に過去の議論（「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」（平成25年３月12日閣議決定）、

「地域主権戦略大綱」（平成22年６月22日閣議決定）の決定に至るまでの議論）において結論が出ていると承

知している。

なお、過去の議論と同様、本提案については当省として以下の通りと考える。

開発審査会については、都市計画法上開発許可権限を有する指定都市等に設置することとされており、開

発許可権限を有しないそれ以外の市に、開発審査会の設置権限を移譲することは困難である。

なお、第186回国会成立「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」（平成26年５月21日公布、同年８

月１日施行）において立地適正化計画制度を創設し、市町村が立地適正化計画を作成し都市計画に居住調

整地域を定めた場合において、当該市町村に開発許可関係事務権限及び開発審査会の設置権限を移譲す

ることができることとしたところであり、当該制度の活用を検討されたい。

各府省からの第１次回答

  本市が求める措置の具体的な内容は、都市計画法第２９条第1項に基づく許可権限の付与に関して法改正

を求める要望であり、現行法において移譲は困難である旨の回答では本市からの提案に対する直接的な回

答となっていない。

  過去の議論では、「開発審査会については、開発許可処分を行う地方公共団体の付属機関として、開発許

可処分が公正かつ慎重なものとなるよう議決等を行うこととされていることから、開発許可権限を有する地方

公共団体に設置するのが適切である。したがって、開発許可権限を有しない市に、一律に開発審査会の設

置権限を移譲することは困難である」との回答が示されているが、開発審査会を設置する理由は、法第３４

条第１４号は裁量的な要素が多く、開発許可処分が公正かつ慎重なものとなるように学識経験者から構成さ

れる第三者機関の判断を基礎として開発許可権者が許可権限を行使するものであり、審査会として適切な

運営が行われるのであれば、市が設置することで支障はないと考える。

   なお、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」における立地適正化計画制度は、既存の市街化

区域において建築制限を設定するものであり、人口が増加している本市において適用できるものではなく、

市街化調整区域における本市の問題解決を図れるものではない。

   また、現に開発審査会を設置されている指定都市等と比較して、県の開発審査会に諮問する場合には、

開催までに相当の時間を要している実態があり、現行法における対応では解決が困難であることから、再度

の検討をお願いしたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

事務処理特例により、開発行為の許可権限が市町村に移譲された場合には、市町村において開発審査会を

設置することができるようにするべきである。なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となって

いるが、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。

【全国市長会】

市への移譲については、事務処理特例条例による移譲ではなく、法律に基づいた手挙げ方式による移譲を

求める。

なお、国土交通省からの回答が「現行規定により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体と

の間で十分確認を行うべきである。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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○　「開発許可は都市計画に係る事務処理能力を勘案して特例市まで移譲されたものであり、一般市に移譲

することは困難」との指摘については、手挙げ方式という新しい制度を活用して、都市計画に係る体制等の

面で、特例市と遜色ない一般市には開発許可権限を移譲し、開発審査会を設置可能とすべきであるが、この

場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　開発許可処分の公正性等を審議するために当該処分を行う団体の附属機関として設置される開発審査

会が、都市計画法上開発許可権限を有する市には設置されている一方、事務処理特例制度によって開発許

可権限を有する市には設置できないというのは、どちらも実質的には同様の権限を有するのであることに鑑

みると、均衡を欠いているのではないか。

　　現行の都市計画法でも、法第33条第６項において、事務処理特例制度により権限移譲を受けた市町村を

指定都市等に準じて取り扱っていることからも、事務処理特例制度を活用して開発許可権限を有する市に

も、開発審査会の設置を認めるべきであるが、この場合に何か具体的な支障はあるのか。

○　改正都市再生特別措置法に基づく対応については、市街化区域の設定が狭く、市街化区域内における

居住地域を絞り込めるようなエリアが存在しない団体では、活用が困難である。同法が活用可能な市町村以

外についても、独自のまちづくりも推進することができるよう、提案を実現すべきではないか。

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

提案を踏まえ、事務処理特例条例により、開発許可に関する事務及び都道府県の開発審査会へ付議する

事務を処理することとされた市町村については、それらの事務をより主体的かつ円滑に行うことができるよう

運用を見直す。

　具体的には、当該市町村の案件に係る事務を地域の実情に応じて、効率的かつ円滑に処理する観点か

ら、

・都道府県開発審査会の開催事務（日程調整、案件説明等）を特段の支障（開催経費、都道府県又は他市

町村の案件付議との調整等）がない限り、当該市町村自らが行うことができること

・開発審査会に付議するか否かの判断の目安を示した提案基準は、都道府県だけでなく事務処理市町村が

主体的に作成することができること

等を明らかにする技術的助言を発出することについて、運用実態、都道府県の意向等を調査し、その結果等

を踏まえ検討する。

各府省からの第２次回答
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